
『
立
山
曼
茶
羅
』
諸
本
孜
の
試
み

林

雅

彦

序

　
平
安
後
期
以
降
、
「
越
中
立
山
に
は
地
獄
が
あ
る
、
そ
こ
へ
行
け
ば
亡
者
に
会
う
こ
と
が
出
来
る
」
と
信
じ
ら
れ
た
立
山
地
獄
は
、
『
大

日
本
国
法
華
経
験
記
』
巻
下
第
百
二
十
四
話
「
越
中
国
立
山
女
人
」
以
下
、
説
話
集
・
絵
巻
・
謡
曲
、
さ
ら
に
近
世
の
随
筆
・
紀
行
文
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）

々
多
岐
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
説
話
文
学
と
絵
解
き
ー
立
山
地
獄
と
女
人
を
め
ぐ
る
周
辺
l
」

で
些
か
触
れ
て
お
い
た
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
立
山
信
仰
の
重
要
な
所
産
で
あ
り
、
且
つ
又
信
仰
の
布
教
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を

担
っ
た
中
世
説
話
画
『
立
山
曼
茶
羅
』
諸
本
と
そ
の
背
景
と
に
つ
い
て
、
概
略
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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平
安
末
期
乃
至
鎌
倉
初
期
に
は
、
既
に
立
山
山
麓
の
常
願
寺
川
に
沿
っ
た
芦
瞬
寺
や
岩
堺
寺
な
ど
の
村
落
に
、
ご
く
小
さ
な
堂
宇
が
建

立
さ
れ
、
宗
教
活
動
が
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
『
＋
巻
本
伊
呂
波
字
類
抄
』
巻
四
「
立
山
大
菩
薩
顯
給
本
縁
起
」
を
眺
め
て

み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
自
大
河
（
引
用
者
注
・
常
願
寺
川
）
南
者
薬
契
之
建
立
三
所
、
上
本
宮
、
中
光
明
山
、
下
報
恩
寺
、
慈
與
聖
人
建
立
者
、
自
大
河
北
三

　
　
所
、
上
葦
鹸
寺
根
本
中
宮
、
横
安
樂
寺
、
又
高
禅
寺
、
又
上
厳
山
之
頂
禅
光
寺
千
柿
也
、
下
岩
鹸
或
乍
娩
寺
今
泉
也
、
鷲
巌
殿
温
岐
蓮

　
　
墓
聖
人
建
立
、
円
城
寺
胎
蓮
聖
人
建
立
、
件
寺
一
王
子
真
高
権
現
、
依
之
康
和
元
年
（
引
用
者
注
・
一
〇
九
九
年
）
造
草
堂
、
中
宮
坐

　
　
主
永
源
与
所
司
等
徳
満
聖
人
、
相
語
建
立
鳥
懸
之
峯
（
引
用
者
注
・
峯
の
本
社
）



　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）

の
如
く
記
述
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
立
山
開
山
慈
興
上
人
は
常
願
寺
川
の
北
三
か
所
に
寺
院
を
建
立
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
『
伊

呂
波
字
類
抄
』
に
い
う
寺
院
が
、
お
そ
ら
く
名
ば
か
り
の
、
草
堂
の
類
を
脱
し
得
な
い
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
山
信
仰
の
宗
教
的
村
落
と
し
て
の
形
を
整
え
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
、
自
ず
か
ら
語
っ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
そ
の
後
、
何
時
か
ら
か
詳
か
で
は
な
い
が
、
芦
齢
寺
は
「
中
宮
寺
」
、
岩
瞬
寺
は
「
立
山
寺
」
と
も
呼
ば
れ
、
両
者
共
に
久
し

く
無
本
山
天
台
宗
と
称
し
て
、
立
山
に
関
す
る
信
仰
活
動
の
中
枢
を
支
え
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
愛
知
県
西
春
日
井
郡
の
某
家
か
ら
昭
和
四
十
二
年
富
山
県
立
美
術
館
の
所
蔵
に
帰
し
た
鋳
銅
立
山
神
像
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
鎌
倉
時
代

の
立
山
衆
徒
の
勧
進
活
動
の
所
産
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
寛
喜
二
年
（
引
用
者
注
・
一
二
一
二
〇
年
）
庚
寅
三
月
十
一
日
」
「
勧

進
沙
門
頼
舜
敬
白
」
等
の
判
読
可
能
な
刻
銘
か
ら
、
立
山
の
勧
進
聖
頼
舜
な
る
者
が
人
々
の
喜
捨
の
も
と
に
、
六
道
に
さ
ま
よ
う
衆
生
済

度
の
た
め
法
華
経
六
部
を
書
写
奉
納
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
又
、
無
住
（
一
二
二
六
～
；
二
二
年
）
の
仮
名
法
語

　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
き
こ
ろ
　
　
　
　
　
よ
ね
ん
の

集
『
妻
鏡
』
は
、
「
又
近
比
、
二
十
鯨
年
前
事
也
」
と
こ
と
わ
っ
て
、
越
中
国
森
尻
寺
の
智
妙
房
が
数
多
の
檀
那
を
案
内
し
て
立
山
禅
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）

し
た
途
次
の
逸
話
を
載
せ
て
い
る
。

　
次
に
、
室
町
時
代
の
勧
進
及
び
禅
定
に
関
わ
る
資
料
を
二
、
三
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
『
親
元
日
記
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
五
月
二

十
七
日
条
、

　
　
聖
護
院
之
杉
坊
号
積
善
院
就
北
国
修
行
禅
定
、
武
庫
御
挙
状
御
所
望
之
闇
、
如
彼
御
注
文
被
遣
之
、

　
　
　
聖
護
院
の
積
善
院
御
修
行
候
、
其
辺
路
次
事
候
、
自
然
之
時
宜
可
存
知
候
、
若
又
相
応
之
御
用
な
と
被
仰
候
者
、
無
相
違
様
二
可

　
　
　
被
申
付
候
、
尚
々
別
而
無
疎
略
者
可
為
喜
悦
候
、
恐
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貞
）

　
　
　
　
　
　
五
、
廿
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗

　
　
　
蜷
川
越
中
入
道
　
是
ハ
越
中
国
滑
川
事
也
、

　
　
同
一
通
立
山
尊
敬
院
難
耀
野
艶
籍
墾
地
、
此
外
者
依
仰
私
之
折
犠
・

の
記
事
は
、
聖
護
院
の
杉
坊
が
立
山
禅
定
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
蜷
川
親
元
（
一
四
三
一
二
～
八
八
年
）
が
あ
ら
か
じ
め
路
次
の
便
宜
を
は
か

　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
6
）

っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
因
み
に
、
親
元
は
当
時
室
町
幕
府
の
政
所
執
事
代
を
勤
め
て
い
た
が
、
父
祖
伝
来
の
領
地
が
越
中
国
礪
波
・

新
川
両
郡
に
あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
越
中
の
地
に
縁
者
も
少
な
く
な
か
っ
だ
で
あ
ろ
う
。
親
元
の
置
か
れ
た
こ
う
し
た
特
異
な
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立
場
か
ら
、
立
山
禅
定
に
関
す
る
公
式
の
挙
状
の
他
に
彼
の
私
信
を
も
添
え
た
よ
う
で
あ
る
。

　
『
実
隆
公
記
』
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
三
月
こ
十
日
条
を
見
る
と
、

　
　
廿
九
日
酔
霧
、
立
山
勧
進
帳
依
蜷
川
新
右
衛
門
尉
親
元
所
望
草
之
、
同
清
書
了
。

と
、
親
元
の
需
め
に
応
じ
て
、
三
条
西
実
隆
が
「
立
山
勧
進
帳
」
を
起
草
し
、
そ
の
清
書
が
今
日
完
了
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
立

山
勧
進
帳
」
の
作
製
は
、
既
に
こ
の
頃
立
山
の
衆
徒
た
ち
が
、
盛
ん
に
諸
国
を
廻
っ
て
は
勧
進
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
証

左
す
る
貴
重
な
資
料
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
高
瀬
重
雄
博
士
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
室
町
時
代
の
立
山
信
仰
史
の
背
景
に
、
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）

中
に
領
地
を
有
す
る
政
所
の
沙
汰
人
親
元
の
よ
う
な
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
こ
の
頃
、
聖
護
院
門
跡
や
新
熊
野
検
校
等
に
任
ぜ
ら
れ
た
道
興
准
后
も
、
立
山
禅
定
を
行
な
っ
た
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
彼
は
文
明
十
八

年
（
一
四
八
六
）
六
月
上
旬
、
「
我
身
す
で
に
耳
し
た
が
ふ
齢
に
を
よ
び
侍
れ
ば
、
行
歩
も
い
よ
く
か
な
ひ
が
た
し
」
と
記
し
な
が
ら

も
、
十
か
月
に
も
及
ぶ
廻
国
へ
と
都
を
旅
立
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
時
に
准
后
五
十
七
歳
だ
っ
た
。
こ
の
旅
の
模
様
を
書
き
留
め
た
も

の
が
『
廻
国
雑
記
』
一
巻
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
が
立
山
禅
定
を
遂
げ
た
の
は
文
明
十
八
年
の
こ
と
で
、

　
　
か
く
て
立
山
禅
定
し
侍
り
け
る
に
先
三
途
川
に
い
た
り
て
思
ひ
つ
貸
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
此
身
に
て
渡
る
も
嬉
し
み
つ
せ
川
さ
り
と
も
後
の
世
に
は
し
つ
ま
し

　
　
翌
日
下
山
の
つ
い
で
に
も
ろ
く
の
地
獄
を
め
ぐ
り
け
る
に
。
熱
湯
の
躰
火
炎
な
ど
と
り
み
＼
に
あ
さ
ま
し
か
り
け
れ
ば
。

　
　
　
　
し
て
の
山
そ
の
し
な
く
や
湧
か
へ
る
湯
玉
に
罪
の
数
を
み
す
ら
ん

　
　
禅
定
す
る
く
と
と
げ
て
下
向
し
侍
る
道
に
て
。

　
　
　
　
都
を
は
と
を
く
こ
し
ち
に
か
へ
る
山
あ
り
と
な
く
さ
む
旅
の
空
か
な

と
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
室
町
初
・
中
期
成
立
と
目
さ
れ
る
『
義
経
記
』
巻
七
「
判
官
北
国
落
の
事
」
に
も
、
比
叡
山
・
越
前
国
平
泉
寺
・
加
賀
国
白

山
・
越
後
国
国
上
・
出
羽
国
羽
黒
山
・
葛
城
山
・
金
峰
山
と
い
っ
た
名
立
た
る
修
験
道
の
霊
場
と
共
に
、
具
体
的
に
「
芦
鹸
寺
」
及
び

「
岩
酔
寺
」
の
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
既
に
立
山
信
仰
の
宗
教
的
村
落
と
し
て
そ
の
名
が
広
く
都
鄙
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
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中
世
に
お
け
る
立
山
衆
徒
の
勧
進
と
そ
れ
に
関
わ
る
立
山
禅
定
に
つ
い
て
簡
略
に
眺
め
て
き
た
が
、

れ
の
宗
教
活
動
及
び
そ
の
周
辺
の
資
料
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。

以
下
、
芦
齢
寺
・
岩
蛉
寺
そ
れ
ぞ

二

　
芦
瞬
寺
一
山
会
所
蔵
及
び
岩
騨
寺
前
立
社
壇
所
蔵
に
な
る
主
な
古
文
書
は
、
各
々
「
芦
齢
寺
文
書
」
「
岩
堺
寺
文
書
」
と
題
し
て
、
木
倉

豊
信
氏
編
『
越
中
立
山
古
文
書
』
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
現
存
最
古
の
文
書
は
、
「
芦
鹸
寺
文
書
」
第
一
号
で
あ
る
。
南
朝

の
正
平
八
年
（
一
三
五
三
）
五
月
二
十
五
日
付
で
、
芦
騨
寺
々
僧
に
対
す
る
寺
家
年
貢
の
免
除
と
、
そ
の
引
き
換
え
に
南
朝
方
へ
の
「
同
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
8
）

合
力
之
軍
忠
」
を
需
め
た
桃
井
直
信
の
書
状
で
あ
る
が
、
当
時
の
芦
瞬
寺
衆
徒
の
勢
力
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
資
料
で
あ
る
。

　
中
世
芦
齢
寺
の
宗
教
活
動
が
い
か
に
隆
盛
で
あ
っ
た
か
を
偲
ば
せ
る
資
料
が
幾
つ
か
現
存
す
る
。
例
え
ば
、
雄
山
神
社
祈
願
殿
に
は
、

国
の
重
要
文
化
財
指
定
を
受
け
た
鎌
倉
初
期
の
慈
興
上
人
坐
像
（
杉
材
寄
木
造
）
や
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
大
和
宇
多
郡
の
檀
那
加

（
？
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
9
）

藤
次
広
が
現
当
二
世
の
安
穏
を
願
っ
て
若
宮
の
＝
干
を
寄
進
し
た
棟
札
が
残
っ
て
い
る
。
又
、
鎌
倉
時
代
あ
る
い
は
室
町
時
代
と
説
が
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ば
ど
う

か
れ
は
す
る
が
、
現
在
の
布
橋
の
傍
ら
（
婦
堂
跡
の
側
）
に
は
、
立
山
信
仰
の
も
と
に
成
っ
た
六
地
蔵
の
磨
崖
仏
（
凝
灰
岩
）
が
存
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
閻
魔
堂
に
安
置
さ
れ
た
（
現
在
で
は
立
山
風
土
記
の
丘
資
料
館
に
何
体
か
移
さ
れ
て
展
覧
中
で
あ
る
）
木
像
婦
尊
の
中
に
は
、

「
永
和
元
年
卯
（
引
用
者
注
・
一
三
七
五
年
）
十
二
月
　
日
　
し
き
ふ
阿
閣
梨
」
の
墨
銘
を
有
す
る
｝
体
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
献
の
上

で
は
、
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
八
月
十
七
日
付
・
順
成
（
椎
名
順
成
か
）
の
、
葦
喚
堂
の
年
貢
銭
十
貫
文
を
先
例
に
よ
っ
て
毎
年
免
除
す

　
　
　
（
注
1
0
）

る
旨
の
書
状
が
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
葦
騨
堂
」
と
は
、
勿
論
芦
幹
寺
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
又
、
越
中
守
護
代
神
保
長
誠

の
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
⊥
ハ
月
三
日
付
・
文
書
は
、

　
　
奉
寄
進
　
越
中
国
葦
騨
堂
夏

　
　
　
　
　
合
拾
貫
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

　
　
右
此
新
足
者
、
祖
母
堂
・
地
蔵
堂
・
炎
魔
堂
三
ケ
所
、
致
沙
汰
錐
爲
年
貢
、
以
別
志
、
彼
堂
造
榮
所
奉
寄
進
也
。
但
此
三
所
堂
造

　
　
　
マ
マ
　

　
　
栄
無
沙
汰
候
者
、
可
致
勘
落
者
也
。
傍
寄
進
之
状
、
如
件
。

　
　
　
文
正
元
年
踊
六
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
誠
（
花
押
）

63



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
1
）

と
、
長
誠
が
祖
母
堂
（
婦
堂
）
・
地
蔵
堂
・
炎
魔
堂
の
三
堂
造
営
料
に
十
貫
文
寄
進
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
、
婦
堂
以
下

三
堂
が
既
に
十
五
世
紀
半
ば
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
注
目
し
て
お
く
べ
き
文
書
は
、
文
明
三
年
（
｝
四
七
一
）
十
一
月
十
六
日
付
の
芦
唖
寺
の
衆
徒
・
名
主
に
宛
て
た
土
肥
右
京

　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
2
）

亮
將
眞
の
寄
進
状
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
將
眞
は
七
世
の
父
母
法
界
衆
生
の
菩
提
の
た
め
、
田
地
一
段
を
寄
進
し
て
、
「
五
月
・
六

月
・
七
月
三
ケ
月
之
間
、
毎
日
功
徳
湯
わ
か
し
、
往
来
者
可
被
入
之
」
こ
と
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
往
来
の
者
の
中
に
、
立
山
禅
定

人
や
芦
鹸
寺
参
詣
者
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
し
、
併
せ
て
宗
教
的
村
落
た
る
芦
齢
寺
の
盛
行

を
も
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
立
山
衆
徒
の
中
世
に
お
け
る
勧
進
活
動
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
彼
ら
が
勧
進
活
動
を
な
す
に
あ
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
わ

て
は
、
い
っ
た
い
何
時
頃
か
ら
定
着
し
た
檀
那
場
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
和
祐
樹
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
最
古
の
資
料
は

佐
伯
延
一
氏
（
芦
鉾
寺
日
光
坊
）
所
蔵
の
慶
長
九
年
（
ー
ハ
〇
四
）
⊥
ハ
月
十
日
付
の
文
書
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
三
河
・
尾
張
・
美
濃
の
国
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
4
）

が
見
え
、
「
ミ
の
ハ
日
光
坊
分
」
と
し
て
数
か
村
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
和
氏
も
御
指
摘
の
如
く
、
中
世
及
び
近

世
の
各
地
の
檀
那
場
の
状
況
か
ら
推
察
し
て
、
芦
齢
寺
衆
徒
の
檀
那
場
に
つ
い
て
も
既
に
中
世
に
は
定
ま
っ
て
い
た
と
見
傲
す
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

一64一

三

　
岩
齢
寺
も
、
中
世
に
な
る
と
、
立
山
信
仰
の
宗
教
的
村
落
と
し
て
か
な
り
の
盛
行
を
み
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
宗
教
的
村
落
と
し
て
の
岩

齢
寺
は
「
岩
鹸
寺
文
書
」
そ
の
他
の
中
世
資
料
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
場
合
立
山
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
頃
の
遺
物
と
し
て
は
、
第
一
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
5
）

室
町
中
期
の
様
式
を
残
す
雄
山
神
社
前
立
社
壇
本
殿
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
又
、
こ
の
本
殿
建
立
と
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
6
）

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
棟
札
が
、
常
願
寺
川
を
挾
ん
で
対
岸
の
中
新
川
郡
大
山
町
文
殊
寺
の
宝
寿
院
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
棟

札
の
表
の
銘
文
は
、
社
殿
が
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
四
月
造
立
さ
れ
、
同
十
一
月
に
遷
宮
が
行
な
わ
れ
た
旨
願
主
明
舜
法
印
の
名
で
記

し
て
い
る
。
そ
の
裏
に
は
、
「
以
前
造
立
棟
札
　
承
久
二
年
麟
励
八
月
八
日
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
立
山
寺
（
即
ち
岩
峙
寺
）
の
社
殿
建
立

が
遡
っ
て
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
八
月
八
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。



　
新
湊
市
三
日
曽
根
の
浄
土
真
宗
大
谷
派
専
念
寺
に
は
、
廃
仏
殿
釈
の
た
め
に
廃
寺
と
な
っ
た
面
白
寺
（
立
山
寺
の
末
寺
）
の
梵
鐘
が
あ

る
。
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
四
月
二
日
の
銘
を
有
し
、
右
の
棟
札
と
同
様
、
当
時
立
山
寺
院
主
で
あ
っ
た
明
舜
法
印
が
願
主
と
な
っ
て

い
る
。

　
立
山
寺
の
名
が
初
見
さ
れ
る
文
献
は
、
京
都
『
鹿
王
院
文
書
』
に
収
め
ら
れ
た
、
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
十
一
月
三
日
付
の
左
弁
官

　
（
注
1
7
）

下
文
で
あ
ろ
う
。
尤
も
こ
こ
で
は
、
立
山
寺
領
内
の
寺
田
・
岩
騨
が
そ
の
頃
な
ん
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
鹿
王
院
に
帰
属
し
て
い
た
こ
と

を
略
記
し
て
い
る
の
み
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
8
）

　
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
八
月
二
十
日
付
・
佐
々
成
政
の
書
状
を
眺
め
て
み
る
と
、

　
　
立
山
灌
現
勤
行
無
解
怠
之
旨
、
被
申
越
之
通
承
届
候
。
弥
不
可
有
油
断
候
。
就
中
立
山
之
儀
、
従
神
代
依
無
其
陰
、
諸
堂
建
立
井
祭

　
　
禮
、
如
先
規
可
被
入
精
之
越
、
戴
拾
参
人
之
請
判
、
得
其
意
候
。
就
其
爲
新
寄
進
、
以
岩
倉
内
参
百
俵
、
以
寺
田
之
内
百
五
拾
俵
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
合
四
百
五
拾
俵
分
、
不
可
有
異
義
候
。
若
堂
塔
・
橋
以
下
太
破
二
付
而
老
可
不
相
届
之
旨
、
急
度
可
申
出
候
。
侃
如
件
。

の
如
く
、
立
山
寺
衆
徒
二
十
三
名
の
請
に
よ
り
、
立
山
権
現
の
堂
舎
や
祭
礼
復
興
の
た
め
、
四
百
五
十
俵
分
の
田
地
を
立
山
寺
に
寄
進
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
生
）

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
又
こ
れ
に
続
け
て
立
山
寺
衆
徒
、
即
ち
院
主
（
延
命
院
）
・
長
吏
以
下
、
千
光
坊
・
常
住
坊
・
惣
持
坊
・
蔵
塩
坊
・

白
蓮
坊
・
円
林
坊
・
花
蔵
坊
・
財
知
坊
・
明
静
坊
・
多
賀
坊
・
無
動
坊
・
玉
林
坊
・
蓬
門
坊
・
桝
厳
坊
・
中
道
坊
・
覚
乗
坊
・
蜜
蔵
坊
・

玉
蔵
坊
・
実
相
坊
・
一
乗
坊
・
六
角
院
の
以
上
二
十
三
坊
を
列
記
し
て
い
る
。
右
の
寄
進
状
か
ら
お
よ
そ
九
十
年
後
の
、
寛
文
八
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

六
六
八
）
一
月
十
七
日
付
・
寺
社
奉
行
の
書
状
に
は
「
立
山
岩
騨
寺
別
當
二
十
四
坊
、
諸
事
遂
相
談
、
如
恒
例
筋
目
、
昆
乱
無
之
様
、
可

　
　
（
注
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
0
）

被
相
守
事
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
あ
り
、
さ
ら
に
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
四
月
八
日
付
の
寄
附
券
記
に
も
二
十
四
坊
の
名
が
み
え
る
。

又
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
六
月
四
日
岩
嶢
寺
を
訪
れ
た
野
田
成
亮
は
、
『
日
本
九
峰
修
行
日
記
』
に
「
髪
は
天
台
宗
に
て
妻
帯
の
所

也
。
坊
中
廿
四
ケ
寺
」
と
記
し
て
い
る
。
佐
々
成
政
の
寄
進
状
と
寄
附
券
記
と
に
記
さ
れ
た
坊
名
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
こ
れ
ら

の
資
料
か
ら
判
断
し
て
、
中
世
末
期
の
天
正
十
一
年
以
来
、
立
山
寺
衆
徒
（
坊
）
の
数
は
ほ
と
ん
ど
一
定
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
以
上
、
立
山
信
仰
の
村
落
ー
芦
齢
中
宮
寺
・
岩
齢
立
山
寺
1
の
中
世
に
お
け
る
宗
教
活
動
と
そ
の
遺
産
等
に
つ
い
て
眺
め
て
き
た

の
で
あ
る
が
、
両
者
間
の
宗
教
活
動
の
内
容
に
ほ
と
ん
ど
差
違
は
な
か
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
近
世
に
な
る
と
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
宗
教
活
動
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
1
）

に
前
記
日
和
祐
樹
氏
の
「
立
山
信
仰
と
勧
進
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
日
和
氏
の
論
考
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
い
）
。
即
ち
、
芦
眸
寺
が

諸
国
配
礼
の
檀
那
場
廻
り
に
力
を
注
い
だ
の
に
対
し
て
、
岩
喚
寺
が
蓋
力
し
た
の
は
、
立
山
の
山
役
銭
微
収
と
、
堂
塔
修
復
の
名
目
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
2
）

と
に
越
中
及
び
隣
国
で
執
り
行
な
っ
た
出
開
帳
と
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
絵
解
き
を
は
じ
め
、
立
山
案
内
の
絵
図
・
護

符
・
薬
等
の
配
布
に
関
し
て
は
、
そ
の
形
態
を
異
に
こ
そ
す
れ
、
芦
齢
・
岩
騨
両
寺
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

四

　
『
立
山
曼
奈
羅
』
の
現
存
諸
本
は
、
中
世
最
末
期
乃
至
は
近
世
初
期
以
降
の
製
作
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
多
く
は
近
世
末
期
に

集
中
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
れ
ら
が
各
地
で
永
年
に
わ
た
っ
て
絵
解
き
に
用
い
ら
れ
て
き
た
掛
幅
で
あ
る
と
い
う
事
実
に

即
し
て
み
る
と
、
曼
茶
羅
の
破
損
が
甚
だ
し
く
な
る
た
び
に
、
そ
れ
ら
は
新
た
に
描
か
れ
た
も
の
と
交
換
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
富
山
県

立
図
書
館
本
に
記
さ
れ
た
「
遠
州
敷
智
郡
引
馬
城
之
南
　
米
津
村
磐
谷
写
之
」
の
裏
書
は
、
幾
度
と
な
く
引
き
写
し
さ
れ
て
き
た
『
立
山

曼
祭
羅
』
そ
の
も
の
の
歴
史
を
伝
え
て
い
る
。
作
製
は
ほ
と
ん
ど
自
坊
の
手
で
な
さ
れ
た
が
、
時
に
は
寄
進
も
あ
っ
た
。
静
寛
院
宮
が
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
3
）

祥
坊
に
、
尾
張
西
尾
の
藩
主
松
平
家
が
宝
泉
坊
に
、
そ
れ
ぞ
れ
寄
進
し
た
見
事
な
『
立
山
曼
茶
羅
』
が
残
っ
て
い
る
が
、
右
に
掲
げ
た
富

山
県
立
図
書
館
本
も
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
寄
進
本
の
一
つ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
第
三
節
ま
で
で
述
べ
た
如
く
、
中
世
に
お
け
る
立
山
勧

進
の
実
態
は
必
ず
し
も
詳
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
破
損
と
引
き
写
し
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
『
立
山
曼
奈
羅
』
の
歴
史
か
ら
推

し
て
み
て
、
少
な
く
と
も
中
世
末
期
に
は
、
こ
の
『
立
山
曼
奈
羅
』
な
る
説
話
画
の
絵
解
き
が
立
山
衆
徒
た
ち
の
勧
進
活
動
の
中
心
に
置

か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
近
世
に
お
い
て
も
、
立
山
衆
徒
た
ち
に
と
っ
て
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
絵
解
き
は
、
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
。
以
下
、
諸
国
配
札
の

檀
那
場
廻
り
を
行
な
っ
た
芦
齢
寺
衆
徒
を
中
心
に
、
絵
解
き
の
背
景
を
少
し
ば
か
り
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ら
い

　
芦
堺
寺
の
衆
徒
（
御
師
）
た
ち
は
、
毎
年
十
月
か
ら
翌
る
年
の
五
月
上
旬
ま
で
の
所
謂
農
閑
期
、
門
前
百
姓
（
俗
に
家
来
と
い
う
）
一
名

に
経
帷
子
・
血
盆
経
・
立
山
午
王
・
各
種
の
護
符
・
立
山
の
絵
図
や
縁
起
の
印
刷
物
、
あ
る
い
は
ヨ
モ
ギ
や
キ
ワ
ダ
を
原
料
と
す
る
薬
品

等
の
入
っ
た
荷
を
背
負
わ
せ
て
、
諸
国
の
檀
那
場
に
赴
い
た
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
衆
徒
た
ち
は
金
沢
藩
の
寺
社
奉
行
に
配
札
檀
那
場
廻
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り
に
赴
く
旨
届
け
出
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
申
宮
寺
か
ら
彼
ら
に
関
所
札
が
下
附
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
佐
伯
幸
長
氏
に
よ

れ
ば
、
そ
の
関
所
適
過
の
一
札
と
共
に
、

　
　
　
　
往
来
一
札
之
事

　
　
　
　
　
　
　
立
山
芦
騨
寺
衆
徒
　
　
　
　
○
○
坊

　
　
　
、
天
台
宗

　
　
右
、
如
例
歳
諸
国
檀
那
配
札
廻
勤
罷
出
候
間
、
国
々
御
関
所
無
相
違
御
通
被
為
下
度
、
若
行
暮
候
刻
ハ
御
一
宿
頼
入
候
、
万
一
相
煩

　
　
病
死
等
仕
候
時
ハ
乍
御
難
題
、
其
御
所
之
御
作
法
ヲ
以
御
取
方
付
可
被
下
候
、
尤
當
山
江
不
及
御
案
内
可
申
ス
候
、
為
後
念
往
来
一

　
　
札
如
件

　
　
　
　
年
号
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
中
立
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芦
騨
寺
　
印

　
　
　
国
々
御
関
所

　
　
　
　
所
々
御
役
人
衆
中

　
　
　
　
　
村
々
庄
屋
衆
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
％
）

と
認
め
た
往
来
札
を
も
携
帯
し
た
と
い
う
。
配
札
檀
那
場
廻
り
の
出
で
立
ち
に
つ
い
て
、
『
富
山
県
史
民
俗
篇
』
は
、
写
真
を
掲
載
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
茄
）

共
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
　
だ
　
　
　
　
　
お
り
け
　
さ

　
　
　
檀
家
廻
り
の
服
装
は
、
上
半
身
に
白
衣
、
頭
陀
袋
に
折
袈
裟
を
掛
け
、
腕
に
白
の
小
手
を
し
た
。
下
体
に
は
ク
ク
リ
バ
カ
マ
を
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
じ
ろ

　
　
き
、
小
ハ
ゼ
の
脚
半
を
巻
き
、
白
た
び
に
わ
ら
じ
ば
き
を
し
、
白
帯
を
し
た
。
ま
た
、
雨
具
に
は
た
て
ご
ざ
に
檜
の
網
代
笠
を
つ
け

　
　
た
。
持
物
と
し
て
数
珠
・
中
啓
・
錫
杖
が
あ
っ
た
。
家
来
の
服
装
は
、
上
半
身
に
紺
色
の
ツ
ツ
ッ
ポ
ウ
・
ジ
ュ
バ
ン
・
腕
に
紺
の
小

　
　
ハ
ゼ
小
手
、
下
体
は
マ
タ
ワ
レ
（
股
引
）
・
黒
た
び
・
わ
ら
じ
ば
き
で
、
黒
帯
を
し
め
た
。
雨
具
は
よ
こ
ご
ざ
に
笠
で
、
ツ
イ
ボ
（
突

　
　
棒
）
を
突
き
、
柳
行
李
を
背
負
う
。

　
即
ち
、
衆
徒
は
白
装
束
を
身
に
つ
け
、
従
者
は
紺
と
黒
で
統
｝
さ
れ
た
装
束
を
纒
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
肝
腎
の
『
立
山
曼
祭

羅
』
は
常
に
檀
那
場
の
定
宿
に
預
け
て
お
い
た
よ
う
で
あ
る
。

67



　
さ
て
、
各
自
の
檀
那
場
に
到
着
し
た
芦
鉾
寺
衆
徒
は
、
夜
に
な
る
と
、
『
立
山
曼
奈
羅
』
を
掲
げ
、
近
郷
か
ら
定
宿
に
集
ま
っ
て
来
た

信
者
を
前
に
絵
解
き
を
す
る
。
立
山
開
山
縁
起
と
立
山
の
地
獄
・
極
楽
讃
を
説
き
聞
か
せ
、
道
者
衆
に
は
翌
る
年
の
夏
季
の
立
山
禅
定
を

勧
め
た
。
又
、
立
山
禅
定
の
許
さ
れ
ぬ
女
人
に
対
し
て
は
、
秋
の
彼
岸
中
日
に
芦
牌
中
宮
寺
の
閻
魔
堂
・
婦
堂
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
布

橋
大
灌
頂
ー
擬
死
再
生
儀
礼
へ
の
参
加
と
、
地
獄
谷
に
お
い
て
執
り
行
な
わ
れ
る
血
盆
経
供
養
・
大
施
餓
鬼
法
要
へ
の
代
参
と
を
勧
誘

し
た
。
薄
暗
い
燈
下
で
の
絵
解
き
は
、
自
ず
と
特
殊
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
、
立
山
信
仰
の
流
布
に
大
き
な
成
果
を
齎
し
た
で
あ
ろ
う
と

想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
夏
と
も
な
る
と
、
全
国
各
地
か
ら
立
山
禅
定
の
た
め
に
多
数
の
人
々
が
芦
静
寺
や
岩
齢
寺
に
集
ま
っ
て
来
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
％
）

政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
「
立
山
禅
定
人
名
簿
」
は
、
立
山
参
詣
人
の
数
が
六
、
七
千
人
に
も
及
ん
だ
と
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
秋
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
7
）

彼
岸
中
日
に
執
行
さ
れ
る
布
橋
大
灌
頂
も
例
年
非
常
に
賑
わ
い
を
見
せ
た
こ
と
、
諸
家
の
屡
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
参
加
者
は
少

な
い
時
で
も
三
千
人
を
割
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
行
事
な
ど
の
折
に
も
、
『
立
山
曼
奈
羅
』
を
絵
解
き
し
た
可
能
性
は
甚
だ
強
い
。

　
一
方
、
岩
齢
寺
の
衆
徒
は
、
立
山
参
詣
人
が
自
坊
に
投
宿
し
た
時
や
出
開
帳
の
場
に
お
い
て
、
『
立
山
曼
祭
羅
』
の
絵
解
き
を
行
な
っ

た
の
で
あ
る
。
岩
齢
寺
に
関
し
て
は
、
紙
幅
と
時
聞
の
都
合
上
別
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
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『
立
山
曼
奈
羅
』
諸
本
の
所
在
あ
る
い
は
内
容
に
言
及
し
た
主
な
論
考
に
、

　
沼
賢
亮
氏
「
立
山
信
仰
と
立
山
曼
茶
羅
」
（
「
仏
教
芸
術
」
六
十
八
号
、
昭
4
3
・
8
）

　
日
和
祐
樹
氏
「
立
山
信
仰
と
勧
進
」
（
「
大
阪
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
」
二
号
、
昭
4
5
・
3
）

　
川
口
久
雄
博
士
「
立
山
曼
茶
羅
と
姥
神
信
仰
－
敦
煙
本
＋
王
経
画
巻
の
投
影
ー
」
（
「
日
本
海
域
研
究
所
報
告
」
五
号
、
昭
4
8
・
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
8
）

　
日
和
祐
樹
氏
「
立
山
信
仰
と
勧
進
」
（
高
瀬
重
雄
博
士
編
『
白
山
・
立
山
と
北
陸
修
験
道
』
所
収
、
名
著
出
版
、
昭
5
2
・
9
）

が
あ
る
。
以
下
、
記
述
の
煩
珀
を
避
け
る
た
め
、
右
に
掲
げ
た
三
氏
の
論
考
に
触
れ
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
沼
氏
・
日
和
氏
・
川
口
博
士
と

便
宜
的
に
略
述
す
る
こ
と
を
、
予
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
調
査
す
る
こ
と
の
出
来
た
『
立
山
曼
茶
羅
』
は
、
左
記
の
諸
本
で
あ
る
。



（13＞（L2）　（【1）　Oe）　（9）　（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1）

来
迎
寺
本

富
山
県
立
図
書
館
本

大
仙
坊
A
本

大
仙
坊
B
本

静
寛
院
宮
寄
進
本

宝
泉
坊
本

大
徳
寺
本

佐
伯
省
次
氏
本

立
山
風
土
記
の
丘
資
料
館
本

多
賀
坊
本

玉
林
坊
本

中
道
坊
本

藤
縄
氏
本
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管
見
の
も
の
は
ω
～
㈲
及
び
⑦
～
0
3
の
十
二
本
で
あ
る
。
⑥
に
つ
い
て
は
カ
ラ
ー
写
真
に
よ
っ
て
そ
の
絵
柄
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来

た
。
な
お
、
こ
れ
ら
諸
本
の
名
称
に
つ
い
て
は
所
蔵
者
名
を
尊
重
し
、
且
つ
可
能
な
範
囲
内
で
恒
久
的
な
形
を
と
心
懸
け
て
付
け
た
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
右
の
三
氏
に
共
通
す
る
従
来
の
呼
称
と
は
一
致
し
な
い
も
の
も
幾
つ
か
あ
る
。
又
、
参
考
に
供
す
る
た
め
、
左
に
こ

れ
ら
の
写
真
を
掲
げ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
右
の
十
三
本
の
他
、
未
見
で
は
あ
る
が
、

　
⑭
　
小
松
谷
御
坊
正
林
寺
旧
蔵
本

　
⑮
　
相
真
坊
本

が
存
す
る
。
⑯
は
川
口
博
士
前
掲
論
文
の
中
で
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
⑮
は
日
和
氏
前
掲
論
文
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
立

山
町
岩
醇
寺
の
無
動
坊
に
も
「
本
が
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
し
、
同
町
芦
堺
寺
の
志
鷹
某
氏
も
昨
今
福
井
で
～
幅
物
を
入
手
さ
れ
た
と
灰



｛y　来迎寺本（四幅）

②　富山県立図書館本（四幅）

　　　－70一



〔3｝大仙坊A本（四幅）

｛4｝大仙坊B本（四幅）
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（5）静寛院宮寄進本（四幅）

（6）宝泉坊本（四幅）（『立山町史上巻』より）
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｛7】大徳寺本（四幅）

〔8）佐伯省次氏本（四幅）

　　－73一



｛9｝立山風土記の丘資料館本（三幅）

㈲　多賀坊本（一幅）

　　　　74



圓　玉林坊本（四幅）

圃　中道坊本（四幅）

　－75一



雌1

」
懇
灘

i灘懸

灘
圓　藤縄氏本（二幅）

聞
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
沼
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
右
に
掲
げ
た
『
立

山
曼
茶
羅
』
十
五
本
中
、
ω
来
迎
寺
本
・
②
富
山
県
立
図
書

館
本
・
㈲
静
寛
院
宮
寄
進
本
・
0
9
玉
林
坊
本
・
0
3
藤
縄
氏
本

を
調
査
さ
れ
て
、

　
A
類
　
唱
導
型
㈲
：
…
・
ω
②
㈲

　
　
　
　
　
　
　
口
・
：
：
・
n

　
B
類
　
礼
拝
型
…
…
…
圃

の
如
く
分
類
さ
れ
た
。
A
類
㈲
と
は
立
山
開
山
縁
起
．
立
山

地
獄
・
立
山
浄
土
・
芦
齢
寺
布
橋
大
灌
頂
・
立
山
禅
定
案
内

　
（
注
2
9
）

の
五
つ
か
ら
成
る
内
容
を
す
べ
て
含
む
も
の
で
あ
り
、
A
類

＠
は
布
橋
大
灌
頂
の
み
欠
く
も
の
で
あ
り
、
B
類
は
象
徴
的

な
立
山
に
開
山
縁
起
の
一
部
と
弥
陀
三
尊
来
迎
と
を
配
し

た
、
い
わ
ば
礼
拝
の
対
象
た
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
口
和
氏
は
こ
の
沼
氏
の
分
類
に
則
っ

　
　
　
　
（
注
3
0
）

て
、
大
仙
坊
本
及
び
㈹
多
賀
坊
本
・
⑮
相
真
坊
本
を
A
類
ω

　
　
　
　
　
（
注
、
3
1
）

に
、
⑫
中
道
坊
本
を
A
類
＠
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
。
一
方
川

口
博
士
は
、
ω
来
迎
寺
本
・
②
富
山
県
立
図
書
館
本
．
㈲
大

仙
坊
A
本
・
ω
同
B
本
・
㈲
静
寛
院
宮
寄
進
本
・
⑦
大
徳
寺

本
・
0
9
玉
林
坊
本
・
㈲
藤
縄
氏
本
・
⑯
小
松
谷
御
坊
正
林
寺

旧
蔵
本
、
そ
れ
に
芦
齢
寺
民
俗
資
料
館
本
と
所
蔵
者
不
詳
の

岩
嶢
寺
本
と
を
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
解
題
を
付
さ
れ
た
。
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そ
し
て
、
こ
の
中
か
ら
ω
②
⑤
ω
ω
⑬
ω
の
七
本
を
抽
出
し
、
絵
解
き
区
分
を
有
頼
開
山
縁
起
・
芦
嚇
布
橋
大
灌
頂
・
立
山
禅
定
名
所
案

内
・
立
山
浄
土
・
立
山
地
獄
に
五
大
別
し
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
三
十
五
の
徴
標
（
め
や
す
）
に
分
け
て
検
討
し
た
結
果
、

布
橋
灌
項
あ
・
も
の
蕪
鴛
蒲
「
　
餉
8

布
鍍
項
な
き
も
の
｛
謡
難
誌
⑳
一
　
蘭
ω

と
、
分
類
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
か
ら
、
「
立
山
地
獄
絵
の
な
い
も
の
、
布
橋
大
灌
頂
絵
を
も
た
な
い
も
の
は
立
山
曼
陀
羅
と
し

て
は
特
異
な
も
の
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
博
士
は
又
、
内
容
だ
け
で
な
く
形
態
を
も
考
慮
に
入
れ
た
分
類
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。
即

ち
、
絵
解
き
唱
導
を
す
る
た
め
の
四
幅
対
の
諸
本
、
礼
拝
の
対
象
と
し
て
大
切
に
さ
れ
た
一
幅
物
の
⑯
、
夏
期
禅
定
の
た
め
に
や
っ
て
来

た
道
者
衆
に
対
し
て
芦
騨
寺
の
仲
語
が
登
山
の
概
念
を
与
え
る
た
め
に
用
い
た
一
幅
物
の
㈲
、
の
以
上
三
つ
に
類
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

沼
氏
及
び
日
和
氏
と
、
川
口
博
士
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
す
る
『
立
山
曼
奈
羅
』
諸
本
に
出
入
り
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
対
象

を
扱
う
上
で
の
方
法
そ
の
も
の
に
も
相
違
が
見
ら
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
同
】
と
い
っ
て
よ
い
結
論
を
得
る
に
至
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
両
者
が
『
立
山
曼
奈
羅
』
を
内
容
的
に
分
類
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
性
格
や
系
統
を
論
ず
る
際
に
重
要
な
布
橋
大
灌
頂
の
描

写
の
有
無
を
共
に
問
題
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
分
類
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
私
が
行
な
ρ
た
⑬

藤
縄
氏
本
の
調
査
の
折
、
右
に
掲
げ
た
当
該
写
真
の
如
き
、
従
来
屡
取
り
上
げ
ら
れ
た
一
幅
（
右
側
）
と
は
別
個
に
、
同
筆
と
覚
し
き
も

う
一
幅
（
左
側
）
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
沼
氏
が
B
類
（
礼
拝
型
）
と
解
釈
さ
れ
、
同
じ
く
川
口
博
士
が
礼

拝
の
対
象
と
し
て
大
切
に
さ
れ
た
曼
茶
羅
で
あ
る
と
考
察
さ
れ
た
藤
縄
氏
本
に
つ
い
て
は
、
今
後
多
少
な
り
と
も
訂
正
を
要
す
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
関
す
る
さ
さ
や
か
な
私
見
は
後
に
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
既
に
沼
氏
の
分
類
を
め
ぐ
る
記
述
の
中
で
若
干
触
れ
て
お
い
た
が
、
四
幅
対
『
立
山
曼
奈
羅
』
の
絵
解
き
内
容
は
お
お
む
ね
、

　
㈲
　
立
山
開
山
縁
起
　
　
⑨
　
芦
齢
寺
布
橋
大
灌
頂

　
⑧
　
立
山
地
獄
　
　
　
　
㈹
　
立
山
禅
定
案
内

　
⑥
立
山
浄
土
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の
五
つ
か
ら
成
り
立
つ
と
い
え
よ
う
。

　
囚
立
山
開
山
縁
起
の
絵
柄
は
、
多
く
の
場
合
、
第
一
幅
（
私
に
、
向
か
っ
て
一
番
左
を
第
一
幅
と
し
、
右
に
順
次
第
二
幅
・
笙
二
幅
・
第
四
幅
と

す
。
以
下
同
じ
）
下
段
か
ら
右
に
布
施
院
の
館
、
矢
を
射
立
て
ら
れ
た
熊
と
白
鷹
を
追
う
佐
伯
有
頼
を
描
き
、
第
三
幅
又
は
第
二
幅
の
上

段
に
熊
と
白
鷹
と
を
追
っ
て
行
っ
た
有
頼
が
立
山
山
中
の
玉
殿
窟
で
矢
立
て
の
阿
弥
陀
と
不
動
明
王
と
を
拝
す
る
場
面
を
描
い
て
い
る
。

こ
の
熊
と
鷹
と
に
導
か
れ
た
佐
伯
氏
が
立
山
を
開
い
た
と
す
る
文
献
は
、
夙
く
鎌
倉
時
代
の
『
＋
巻
本
伊
呂
波
字
類
抄
』
「
立
山
大
菩
薩
顯

給
本
縁
起
」
に
、

　
　
越
中
守
佐
伯
有
若
之
宿
称
、
仲
春
上
旬
之
比
、
為
二
猟
之
一
登
二
雪
高
山
一
之
間
、
鷹
飛
レ
空
失
畢
、
為
三
尋
二
求
之
一
深
山
之
次
熊
見
、
射

　
　
致
然
間
笑
立
乍
登
二
於
高
山
↓
笑
立
熊
金
色
阿
弥
陀
如
来
也

と
見
え
て
い
る
。
下
っ
て
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
、
寺
島
良
安
の
著
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
＋
巻
不
伊
呂

波
字
類
抄
』
に
比
し
て
か
な
り
長
文
で
は
あ
る
が
、
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
理
解
の
た
め
に
当
該
部
分
を
左
に
引
い
て
お
く
。
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後
ノ
邸
ノ
働
訟
，
日
ク
、
文
－
武
天
－
皇
太
寳
元
－
年
二
－
月
十
⊥
↑
日
ワ
夜
、
帝
ノ
夢
。
阿
彌
陀
來
ゴ
梅
ラ
螺
．
↓
日
ク
、
自
一
今
令
冒
二
四
－
條
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
メ
バ

　
　
　
　
　
　
ヲ
セ
ノ
ヲ
　

ニ
ナ
ル
サ
メ
テ
ノ
　
ニ
　
ノ
ト
　
　

ク

大
－
納
言
有
【
若
一
領
中
越
中
國
上
、
國
家
當
二
安
穏
一
也
、
畳
乃
勅
二
有
－
若
’
爲
二
越
中
國
司
一
、
　
而
有
－
若
卿
同
嫡
男
有
ー
頼

務
住
・
當
國
保
伏
山
」
、
』
阜
辰
巳
．
璽
薩
飛
來
．
止
ギ
卿
．
鍾
・
喜
愛
二
育
．
之
ぐ
既
，
而
有
憩
識
ジ
父
斎
ぼ

野
ノ
星
時
・
俄
、
饗
・
蔚
タ
配
タ
＆
之
而
不
二
還
－
來
∵
於
匙
、
森
尻
ノ
灌
－
現
示
現
げ
．
ク
・
汝
當
尋
ゴ
辰
巳
ノ
方
∵
因
テ
入
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
シ
ト

奥
ー
山
一
、
日
既
暮
レ
一
ア
宿
ノ
干
岩
［
間
一
、
翌
－
朝
至
」
岩
倉
ノ
林
一
見
功
ニ
ー
老
入
」
、
右
二
嬉
政
劔
ヲ
左
リ
ニ
持
け
念
珠
」
日
ク
、
汝
ヵ
所
一
尋

　
　
　
リ
ト
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
ハ
　
　
ソ
　
　
　
　
　
テ
　
　
ク
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
？
マ
V
　
　
　
　
　
　
　
ナ
リ
ト
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ヲ
　
　
ル
　
　
　
ニ

鷹
今
在
二
横
｝
江
林
一
也
、
有
【
頼
問
、
君
誰
乎
、
答
日
、
我
是
當
山
カ
ー
尾
天
－
神
也
而
去
、
恭
禮
尚
入
二
深
山
一
、

時
癬
鮭
騨
來
テ
置
．
鱒
．
ト
・
有
頼
急
乳
之
．
・
島
熊
ノ
旦
流
血
．
蛎
．
入
ノ
玉
克
壁
、
逐
．
見
富
．
鳴
、
雇
．
．
瀧
、
三
奪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
リ
　
　
ッ
ク
く
　
　
　
ム
ニ
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ニ
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
カ
　
　
ナ
ル
コ
ト
ヲ
　
　
　
　
ニ
　
　
キ
　
　
ソ
　
　
ン
ム
　
　
ヲ

　
　
　
　
ト
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
熟
　
拝
レ
之
、
阿
彌
陀
胸
矢
立
血
［
流
、
有
頼
知
二
己
矢
［
　
、
大
驚
且
佐
レ
之
、

佛
像
魏
魏
　
異
香
募
券

如
來
猶
ρ
夢
・
缶
．
日
．
．
我
爲
弓
置
．
濁
世
．
衆
生
葺
ギ
界
．
於
此
壁
待
ガ
．
・
故
算
宥
若
蕉
蓄
國
主
批
嘉
便
也
・
鷹
．

　
ヨ
ク
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窒



　
　
　
ひ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
ノ
　
　
シ
ト
　
　
ク
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
ノ
　
　
ヲ

乃
劔
山
力
尾
天
－
神
也
、
熊
乃
我
也
、
汝
速
出
－
家
宜
レ
開
二
當
山
一
焉
、
有
巳
頼
流
二
随
喜
泪
一
、

　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
ト

慈
朝
師
↓
受
戒
改
レ
名
號
二
慈
朝
一
（
下
略
）

　
シ
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

謁
二
説
－
法
原
五
－
智
寺

　
　
（
傍
点
引
用
者
）

　
地
元
の
芦
齢
寺
や
岩
堺
寺
に
も
、
近
世
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
作
製
さ
れ
た
『
立
山
峰
宮
和
光
大
権
現
縁
起
』
『
立
山
小
縁
起
』
『
立

山
略
縁
起
』
な
ど
と
称
す
る
開
山
縁
起
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
開
山
の
人
物
・
開
山
の
時
期
等
々
そ
の
内
容
の
あ
ら
ま
し
は
、
右
の
『
和
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
た

三
才
図
会
』
所
収
話
と
大
同
小
異
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
又
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
改
記
と
認
め
る
芦
齢
寺
相
真
坊
の
『
立

山
略
縁
起
』
が
現
存
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
や
近
世
初
期
成
立
の
ω
来
迎
寺
本
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
存
在
か
ら
考
え
て
、

こ
の
開
山
縁
起
は
遡
っ
て
中
世
末
期
に
は
広
く
都
鄙
に
喧
伝
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

　
⑬
立
山
地
獄
の
光
景
は
、
第
一
幅
及
び
第
二
幅
の
中
段
、
即
ち
『
立
山
曼
茶
羅
』
四
幅
の
左
側
中
段
に
描
か
れ
て
い
る
。
『
往
生
要
集
』

に
題
材
を
仰
ぐ
六
道
絵
や
地
獄
絵
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
と
同
一
の
場
面
も
勿
論
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
地

獄
の
様
相
は
も
っ
と
現
実
的
罪
業
観
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
る
。
閻
魔
王
庁
の
他
に
、
浄
破
璃
鏡
に
己
が
罪
障
を
映
し
出
さ
れ
る
亡
者

や
、
業
秤
に
か
け
ら
れ
て
そ
の
罪
障
の
軽
量
を
問
わ
れ
て
い
る
亡
者
、
首
枷
を
さ
れ
た
亡
者
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
鬼
に
よ
っ
て
剣
の

山
に
追
い
や
ら
れ
る
男
女
、
煮
え
た
ぎ
る
釜
の
中
に
真
っ
逆
様
に
堕
ち
て
行
く
者
、
柱
に
括
り
付
け
ら
れ
て
鬼
に
舌
を
抜
か
れ
た
り
、
鋸

引
き
に
さ
れ
た
り
し
て
い
る
者
も
見
え
る
。
あ
る
い
は
、
二
匹
の
人
頭
の
蛇
に
巻
き
つ
か
れ
た
男
、
椀
の
中
の
食
物
が
火
炎
と
化
し
て
燃

え
る
た
め
に
飢
え
に
苦
し
む
者
、
極
寒
の
池
中
で
寒
さ
に
足
掻
く
者
が
あ
る
。
鬼
に
串
刺
し
に
さ
れ
て
火
炎
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
よ
う
と

し
て
い
る
女
亡
者
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
修
羅
道
・
蓄
生
道
の
様
子
も
描
出
さ
れ
て
い
る
。
幼
児
が
死
後
堕
ち
る
と
い
う
饗
の

河
原
も
地
蔵
を
中
心
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ど
う
し
た
こ
と
か
、
産
死
者
の
堕
ち
行
く
血
の
池
地
獄
が
あ
り
、
子
供
を
産
め
な
い
哀
れ

な
女
人
の
堕
ち
る
不
産
女
地
獄
の
竹
林
も
あ
る
。
時
に
は
謡
曲
「
善
知
鳥
」
の
所
謂
片
袖
伝
説
を
絵
画
化
し
た
図
も
見
え
る
。
こ
う
し
て

多
く
の
場
合
、
具
体
的
な
罪
に
よ
っ
て
堕
ち
た
地
獄
の
凄
惨
な
有
様
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
立
山
の
地
獄
谷
に
お
い
て

執
り
行
な
わ
れ
る
、
亡
者
の
犯
し
た
罪
を
滅
す
る
た
め
の
、
も
し
く
は
受
苦
を
軽
減
す
る
た
め
の
大
施
餓
鬼
法
要
と
、
血
の
池
地
獄
に
堕

ち
た
女
人
を
救
済
す
る
た
め
の
血
盆
経
供
養
の
模
様
を
も
描
い
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
固
有
の
山
中
他
界
観
と
仏
教
思
想
と
が
結
び
付
い
て
、
山
中
に
は
地
獄
が
存
在
す
る
と
い
う
庶
民
信
仰
が
生
じ
た
の
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は
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
又
、
立
山
に
地
獄
あ
り
と
す
る
話
は
、
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
巻
下
第
百
廿
四
話

「
越
中
国
立
山
女
人
」
を
以
て
そ
の
初
め
と
し
、
以
下
『
今
昔
物
語
集
』
『
宝
物
集
』
ブ
リ
ア
美
術
館
蔵
『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
絵
巻
』
無
住

『
妻
鏡
』
『
三
国
伝
記
』
謡
曲
「
善
知
鳥
」
等
々
、
平
安
末
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
の
文
学
中
に
屡
登
場
す
る
。
『
立
山
曼
茶
羅
』
も
、

『
法
華
験
記
』
に
「
昔
よ
り
伝
へ
言
は
く
、
日
本
国
の
人
、
罪
を
造
れ
ば
、
多
く
堕
ち
て
立
山
の
地
獄
に
あ
り
」
（
原
漢
文
）
と
記
さ
れ
た

立
山
地
獄
の
描
写
に
多
く
を
費
や
し
た
説
話
画
だ
と
い
え
よ
う
。

　
◎
立
山
浄
土
の
図
は
、
四
幅
す
べ
て
の
上
段
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。
第
四
幅
で
は
立
山
の
主
峰
・
雄
山
の
西
方
に
浄
土
山
を
描
き
、
主

と
し
て
そ
の
周
辺
に
阿
弥
陀
三
尊
と
聖
衆
の
来
迎
図
、
又
は
阿
弥
陀
と
二
十
五
菩
薩
の
来
迎
図
を
描
く
。
雄
山
な
ど
の
山
上
に
は
時
と
し

て
飛
天
二
体
も
見
え
る
。
第
四
幅
に
は
紅
日
、
第
一
幅
に
は
白
月
を
そ
れ
ぞ
れ
描
い
て
い
る
。
前
述
の
『
法
華
験
記
』
所
収
話
を
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
2
）

と
、
既
に
立
山
山
中
に
地
獄
と
共
に
安
養
世
界
た
る
浄
土
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
神
道
集
』
は
立
山
神
の
本
地
は
阿

弥
陀
如
来
で
あ
る
と
記
述
し
て
い
る
。
又
、
立
山
に
は
浄
土
山
・
五
色
ケ
原
・
弥
陀
ケ
原
と
い
っ
た
浄
土
の
観
念
に
基
づ
い
て
命
名
さ
れ

た
地
名
も
存
す
る
。
思
う
に
、
立
山
地
獄
の
成
立
と
同
時
も
し
く
は
や
や
遅
れ
た
時
期
に
、
同
じ
山
中
に
立
山
浄
土
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
庶
民
信
仰
の
投
影
を
こ
の
立
山
浄
土
の
絵
柄
に
も
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
⑪
芦
鹸
寺
布
橋
大
灌
頂
の
図
の
有
無
が
、
『
立
山
曼
奈
羅
』
の
性
格
や
系
統
を
考
察
す
る
上
で
甚
だ
重
要
な
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。
岩
齢
寺
に
伝
わ
る
㈲
玉
林
坊
本
・
働
中
道
坊
本
、
⑬
藤
縄
氏
本
・
⑯
小
松
谷
御
坊
正
林
寺
旧
蔵
本
に
は
こ
の
図
が
な
い
。
ω

来
迎
寺
本
で
は
第
一
幅
か
ら
第
三
幅
に
か
け
て
各
中
段
よ
り
や
や
下
に
、
そ
の
他
の
諸
本
で
は
第
三
幅
中
段
よ
り
少
々
下
が
っ
た
箇
所
か

ら
第
四
幅
下
段
に
か
け
て
、
閻
魔
堂
・
布
橋
・
娼
堂
と
僧
侶
及
び
白
い
死
装
束
を
纒
っ
た
参
加
者
を
描
い
て
い
る
。
布
橋
の
上
か
ら
川
に

堕
ち
る
人
の
姿
が
、
ω
来
迎
寺
本
・
ω
大
徳
寺
本
・
⑨
立
山
風
土
記
の
丘
資
料
館
本
・
㈲
多
賀
坊
本
に
見
え
る
。
中
に
は
、
布
橋
の
下
に

竜
を
描
い
た
も
の
も
あ
る
。
又
、
幾
つ
か
の
曼
茶
羅
に
は
、
娼
堂
の
傍
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
奪
衣
姿
、
奪
衣
婆
と
鬼
、
鬼
の
い
ず
れ
か
が
亡

者
を
待
ち
構
え
て
い
る
図
も
見
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
布
橋
大
灌
頂
な
る
法
要
は
、
毎
年
秋
の
彼
岸
中
日
に
芦
齢
寺
で
執
り
行
な
わ
れ
た
。
近
世
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
参
加

者
は
先
ず
閻
魔
堂
に
入
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
今
ま
で
に
犯
し
た
罪
を
俄
悔
す
る
。
次
い
で
閻
魔
堂
を
出
て
、
そ
こ
か
ら
娼
堂
ま
で
の
道
と
そ
の

途
中
の
川
に
架
け
ら
れ
た
布
橋
と
に
敷
か
れ
た
白
布
三
百
六
十
反
の
上
を
渡
っ
て
、
向
う
岸
の
娼
堂
に
入
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
布
橋
を

80



渡
る
際
、
邪
心
あ
る
者
は
こ
の
布
橋
が
さ
さ
蟹
の
糸
よ
り
細
く
見
え
て
ど
う
し
て
も
渡
る
こ
と
が
出
来
ず
、
川
に
堕
ち
て
大
蛇
に
巻
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
お
）

て
死
ぬ
、
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
娼
堂
に
入
る
と
、
す
べ
て
の
扉
が
閉
め
ら
れ
て
暗
闇
の
中
で
勤
行
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
終
る
と
一
時
に

扉
が
開
か
れ
て
明
る
く
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
罪
は
滅
し
て
浄
土
が
現
出
す
る
と
い
う
儀
式
で
あ
る
。
途
中
の
川
は
三
途
の
川
に
見
立
て
ら

れ
、
そ
の
川
を
挾
ん
で
閻
魔
堂
側
は
此
岸
（
現
世
）
、
娼
堂
側
は
彼
岸
（
他
界
）
と
さ
れ
、
娼
堂
そ
の
も
の
が
浄
土
と
見
倣
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
第
二
節
で
述
べ
た
如
く
、
娼
堂
・
地
蔵
堂
・
閻
魔
堂
が
十
五
世
紀
半
ば
に
は
既
に
芦
酔
寺
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
天
保
十
四
年

（
一
八
四
三
）
七
月
の
「
御
娼
堂
御
宝
布
橋
御
掛
替
願
書
」
中
の
記
事
に
、
布
橋
が
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
起
立
さ
れ
た
旨
あ
る
こ
と

な
ど
か
ら
推
し
て
、
布
橋
大
灌
頂
は
中
世
に
始
ま
っ
た
宗
教
行
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
が
、
近
世
に

な
る
と
こ
の
法
要
に
参
加
出
来
る
の
は
女
人
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
立
山
禅
定
が
許
さ
れ
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、
女
人
救
済
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
4
）

女
人
往
生
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
擬
死
再
生
の
儀
式
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
『
和
漢
三
才
図
会
』
の
、

　
　
駄
廼
埠
柳
日
慈
興
上
人
．
老
母
卒
コ
干
江
－
州
志
賀
｛
慈
興
巨
．
作
コ
母
．
像
↓
慶
雲
元
年
（
引
用
者
注
．
七
〇
四
年
）
八
－
月
彼
岸
，
中
日
、
爲
二

　
　
葬
禮
，
法
－
式
↓
、
干
今
然
，

は
、
こ
の
法
要
が
慈
興
上
人
の
母
の
葬
礼
を
模
し
た
も
の
、
即
ち
、
仮
り
に
死
者
と
な
る
儀
式
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
『
立
山
曼
奈
羅
』
は
布
橋
大
灌
頂
に
つ
い
て
も
忠
実
に
そ
の
あ
り
さ
ま
を
絵
画
化
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
⑭
立
山
禅
定
案
内
の
図
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
右
の
㈲
～
⑪
を
含
め
た
『
立
山
曼
奈
羅
』
四
幅
の
画
面
全
体
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
『
立
山
曼
奈
羅
』
の
構
図
そ
の
も
の
が
、
立
山
と
そ
の
山
麓
の
地
形
に
関
す
る
概
念
を
与
え
る
絵
図
の
如
き
役
割
を
担
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
芦
齢
寺
や
岩
醗
寺
で
木
版
刷
り
さ
れ
た
立
山
禅
定
案
内
図
の
『
越
中
國
立
山
暉
定
井
略
縁
起
名
所
附
図
』
『
越
中
國

立
山
繹
定
名
所
附
圖
』
な
ど
の
構
図
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
、
芦
齢
寺
衆
徒
の
諸
国
配
礼
檀
那
場
廻
り
や
岩
齢
寺
衆
徒
の
出
開
帳
の
際
、

男
性
に
対
し
て
夏
季
の
立
山
禅
定
を
勧
め
、
女
性
に
は
地
獄
谷
で
の
血
盆
経
供
養
の
代
参
と
布
橋
大
灌
頂
へ
の
参
加
と
を
勧
誘
す
る
た
め

（
注
3
5
）

に
、
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
絵
解
き
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
至
極
当
然
の
こ
と
だ
と
い
え
る
。

　
山
麓
か
ら
山
頂
に
至
る
立
山
禅
定
路
と
し
て
は
、
先
ず
称
名
川
に
架
か
る
藤
橋
か
ら
始
ま
っ
て
、
材
木
坂
・
美
女
杉
・
禿
杉
・
称
名

滝
・
婦
石
・
一
の
谷
・
獅
子
が
鼻
・
鏡
石
・
室
堂
・
み
く
り
が
池
な
ど
、
『
和
漢
三
才
図
会
』
所
収
の
地
名
起
源
説
話
に
登
場
す
る
場
所
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を
次
々
と
描
い
て
い
る
。
画
面
の
上
部
に
は
、
六
観
音
堂
・
一
の
越
か
ら
五
の
越
ま
で
の
各
堂
舎
・
峰
の
本
社
が
見
え
る
。
又
、
最
上
段

に
は
右
か
ら
順
次
、
浄
土
山
・
雄
山
・
大
汝
山
・
真
砂
岳
・
別
山
（
帝
釈
岳
）
・
剣
岳
の
立
山
連
峰
を
描
い
て
い
る
。

　
次
に
『
立
山
曼
茶
羅
』
諸
本
の
概
略
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　
㈲
来
迎
寺
本
　
富
山
市
梅
沢
町
・
浄
土
宗
光
明
山
来
迎
寺
蔵
　
四
幅
対
　
紙
本
彩
色
。
　
縦
・
横
共
に
大
き
い
。
諸
本
と
異
な
っ
て
、

芦
齢
寺
の
布
橋
大
灌
頂
の
部
分
が
左
側
の
第
一
・
二
幅
下
段
に
、
有
頼
が
熊
を
追
う
図
が
第
四
幅
下
段
に
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る
。
禅

定
路
の
途
中
や
宿
坊
・
村
落
に
人
物
を
点
描
す
る
が
、
そ
の
禅
定
者
は
白
装
束
を
纒
っ
て
い
る
。
立
山
地
獄
（
地
獄
谷
）
に
多
く
の
ス
ペ

　
　
　
さ

ー
ス
を
割
き
、
そ
こ
に
登
場
す
る
鬼
卒
は
こ
と
さ
ら
大
き
く
描
か
れ
る
。
剣
岳
の
山
中
に
美
女
を
描
い
て
い
る
の
も
特
色
で
あ
る
。
㈲
立

山
開
山
縁
起
に
関
し
て
は
玉
殿
窟
の
不
動
明
王
、
㈹
立
山
地
獄
で
は
閻
魔
王
庁
の
不
産
女
地
獄
・
剣
岳
剣
樹
地
獄
・
蓄
生
道
、
③
の
芦
騨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
6
）

寺
布
橋
大
灌
頂
で
は
娼
堂
脇
の
奪
衣
婆
、
㈹
立
山
禅
定
案
内
の
中
で
は
藤
橋
・
美
女
杉
・
禿
杉
二
の
谷
・
真
砂
岳
な
ど
の
描
写
を
欠
い
て
い

る
。
松
村
政
雄
氏
は
、
こ
の
曼
茶
羅
を
近
世
初
期
の
成
立
と
見
倣
し
、
「
筆
致
は
漢
画
風
で
こ
と
に
立
山
連
峰
の
厳
法
や
樹
木
の
描
写
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
7
）

雲
谷
派
の
絵
画
を
思
わ
す
も
の
が
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
一
方
、
川
口
博
士
は
芦
齢
寺
の
聚
落
描
写
か
ら
み
て
近
世
中
期
頃
の
作

と
さ
れ
る
。
筆
者
は
松
村
氏
の
説
に
従
い
た
い
。
な
お
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
来
迎
寺
は
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
慈
興
の
開
創
に
な
り
、
も

と
立
山
山
麓
の
地
に
あ
っ
た
の
を
、
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
光
明
坊
林
海
が
立
山
権
現
の
霊
告
で
現
在
地
に
移
し
、
後
年
浄
土
宗
に
改

め
た
と
い
う
。
本
尊
に
立
山
開
山
縁
起
に
基
づ
く
矢
疵
の
阿
弥
陀
像
が
あ
る
。

　
働
富
山
県
立
図
書
館
本
　
富
山
市
茶
屋
町
・
同
館
蔵
　
四
幅
対
　
絹
本
彩
色
。
　
㈲
で
大
施
餓
鬼
法
要
な
ら
び
に
血
の
池
地
獄
の
血
盆

経
供
養
、
㈲
で
布
橋
大
灌
頂
を
詳
細
に
描
写
し
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
③
で
阿
弥
陀
三
尊
の
来
迎
図
を
欠
く
。
裏
書
に
「
遠
州
敷
智

郡
引
馬
城
之
南
　
米
津
村
磐
谷
写
之
」
と
あ
り
、
『
立
山
曼
奈
羅
』
の
成
立
や
書
写
の
状
況
を
考
え
る
上
で
甚
だ
興
味
深
い
伝
本
で
あ
る

こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
近
世
後
期
の
作
か
。

　
偶
大
仙
坊
A
本
　
中
新
川
郡
立
山
町
芦
瞼
寺
・
佐
伯
幸
長
氏
（
大
仙
坊
）
蔵
　
四
幅
対
　
紙
本
彩
色
。
　
昭
和
十
七
・
八
年
ま
で
実
際

に
諸
国
配
礼
の
檀
那
場
廻
り
で
使
用
さ
れ
て
い
た
伝
本
で
あ
る
。
因
み
に
、
近
世
の
大
仙
坊
の
檀
那
場
は
大
和
・
河
内
両
国
で
あ
っ
た
。

大
仙
坊
家
は
現
在
芦
噂
寺
で
唯
一
の
神
職
に
携
わ
る
家
で
あ
る
。
⑧
で
は
謡
曲
「
善
知
鳥
」
の
片
袖
伝
説
（
以
下
、
片
袖
伝
説
と
略
称
す
）

や
、
無
住
『
妻
鏡
』
に
基
づ
い
た
か
と
思
わ
れ
る
僧
衣
を
身
に
着
け
た
牛
を
、
又
、
⑥
で
は
娼
堂
内
に
娼
尊
像
十
九
体
を
描
い
て
い
る
。
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芦
騨
寺
の
祭
礼
の
描
写
も
特
色
で
あ
る
。
㈹
で
称
名
滝
を
欠
く
。
近
世
末
期
成
立
。

　
㈲
大
仙
坊
B
本
　
同
右
佐
伯
幸
長
氏
蔵
　
四
幅
対
　
紙
本
彩
色
。
　
四
幅
対
の
諸
本
中
、
閻
魔
王
庁
を
欠
く
の
は
こ
の
伝
本
だ
け
で
あ

る
。
⑧
で
僧
衣
を
纒
っ
た
牛
を
描
き
、
働
で
娼
堂
の
傍
ら
に
奪
衣
婆
に
代
っ
て
鬼
を
描
く
。
他
方
、
A
本
と
同
様
称
名
滝
が
な
い
。
近
世

末
期
の
成
立
か
。

　
芦
齢
寺
・
岩
齢
寺
の
衆
徒
家
で
『
立
山
曼
茶
羅
』
を
二
本
所
蔵
し
て
い
る
の
は
こ
の
大
仙
坊
家
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
同
家

に
は
、
写
真
の
如
き
紙
本
二
幅
の
掛
幅
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
鬼
卒
に
追
い
散
ら
さ
れ
る
子
供
と
、
そ
れ
を
庇
護
救
済
す
る
地
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菩
薩
と
を
描
い
た
賓
の
河
原
の
一
幅
と
、
血
の
池
地
獄
で
苦
し
ま
ね
ば

麟

騰
難

難
懸

大仙坊C本（二幅）

な
ら
ぬ
女
人
た
ち
と
そ
の
救
済
者
た
る
帝
釈
天
と
を
描
い
た
一
幅
と
で

あ
る
。
佐
伯
幸
長
氏
談
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
幅
の
絵
解
き
の
際
に
は
、

伝
空
也
作
「
西
院
河
原
地
蔵
和
讃
」
の
｝
部
改
作
と
覚
し
き
「
立
山
賓

河
原
地
蔵
和
讃
」
が
謡
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
記
和
讃
は
、
氏

が
関
与
さ
れ
る
立
山
神
道
本
院
発
行
『
立
山
権
現
教
典
』
中
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
『
立
山
曼
奈
羅
』
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
事

情
か
ら
こ
の
二
幅
を
今
暫
く
「
大
仙
坊
C
本
」
と
仮
称
し
て
お
く
。

　
㈲
静
寛
院
宮
寄
進
本
　
東
京
都
世
田
谷
区
等
々
力
・
佐
伯
彰
一
氏
蔵

四
幅
対
　
絹
本
彩
色
。
　
現
蔵
者
彰
一
氏
は
、
祖
父
の
代
ま
で
は
芦
酔

寺
に
在
住
さ
れ
た
吉
祥
坊
家
の
後
喬
で
あ
り
、
英
米
文
学
者
・
文
芸
評

論
家
と
し
て
著
名
。
静
寛
院
宮
は
、
周
知
の
如
く
、
徳
川
十
四
代
将
軍

家
茂
に
降
嫁
さ
れ
た
和
宮
の
法
号
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
伝
本
は
、

静
寛
院
宮
が
江
戸
と
武
蔵
国
と
が
檀
那
場
で
あ
っ
た
吉
祥
坊
家
に
寄
進

さ
れ
た
由
緒
あ
る
『
立
山
曼
奈
羅
』
だ
と
い
え
る
。
第
四
幅
右
上
に

「
静
寛
院
宮
御
寄
附
」
と
金
地
に
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
第
四
幅
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右
下
隅
に
「
慶
慮
二
丙
寅
年
四
月
吉
辰
登
光
斎
林
龍
謹
写
」
、
第
一
幅
左
下
隅
に
「
林
豊
謹
画
」
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
「
登
光
斎
林
龍
」

「
林
豊
」
と
い
う
職
業
画
家
の
手
に
な
る
こ
の
伝
本
は
、
諸
本
の
中
で
内
容
・
構
図
・
彩
色
の
い
ず
れ
の
面
で
も
傑
出
し
た
作
品
で
あ
る
。

次
に
述
べ
る
宝
泉
坊
本
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
伝
本
で
も
あ
る
。
又
、
製
作
年
代
を
明
記
し
た
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。

㈲
に
つ
い
て
は
、
血
盆
経
供
養
の
描
写
が
詳
し
く
、
片
袖
伝
説
も
あ
る
。

　
さ
て
、
今
後
再
調
査
を
必
要
と
す
る
が
、
裏
に
、

　
　
奉
点
眼
立
山
景
色
傳
茉
輪
圓
具
足
　
　
四
幅

　
　
　
錦
縁
五
彩
四
幅
曼
陥
羅
令
予
点
眼
者
忽
承
命
驚
棟
難
喩
謹
而
感
懸
傳
來
之
圖
奉
昇
蓋
一
山
之
神
佛
古
往
今
束
也
予
聞
吉
祥
精
舎
現

　
　
　
住
盤
順
性
質
慈
澤
而
遂
入
佛
門
昇
進
宙
領
一
宇
化
開
東
都
信
家
増
日
於
干
薙
此
作
玉
軸
廣
為
利
群
生
悉
坊
成
非
日
得
天
資
者
仰
願

　
　
　
王
道
浄
盛
大
樹
幕
下
武
威
増
長
國
土
安
穏
施
家
面
々
家
榮
万
歳
子
孫
長
久
自
他
平
等
怨
親
調
和
佛
法
興
隆
伏
乞
天
神
地
祇
聖
冥
報

　
　
　
輕
懸
聖
覧
伏
増
流
汀

　
　
　
　
維
慶
鷹
二
丙
寅
年
夏
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
遮
黎
浄
音
照
界
（
花
押
）
（
印
）

と
認
め
ら
れ
た
一
幅
が
あ
る
。
も
う
一
幅
に
は
五
段
に
分
け
て
六
十
人
ほ
ど
の
戒
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
二
段
目
左
端
に
「
三
州
岡
崎
城

主
　
本
多
氏
」
「
爲
御
武
運
長
久
御
子
孫
繁
栄
御
城
内
安
全
」
の
二
行
が
あ
る
。

　
な
お
、
所
蔵
者
に
関
し
て
沼
・
日
和
両
氏
が
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
（
略
し
て
「
上
野
本
」
）
と
さ
れ
、
川
口
博
士
が
東
京
国
立
博
物
館

寄
托
と
さ
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
誤
り
で
あ
る
。

　
⑥
宝
泉
坊
本
　
中
新
川
郡
立
山
町
岩
齢
寺
・
佐
伯
与
】
氏
管
理
　
四
幅
対
　
彩
色
。
　
現
在
芦
瞬
寺
の
宝
泉
坊
家
は
廃
絶
し
て
し
ま

い
、
そ
の
管
理
は
佐
伯
与
一
氏
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
由
で
あ
る
。
本
稿
で
は
『
立
山
町
史
上
巻
』
所
収
の
カ
ラ
ー
写
真
に
よ
っ
て
検
討
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
8
）

た
。
今
わ
か
っ
て
い
る
の
は
、
近
世
に
お
け
る
宝
泉
坊
の
檀
那
場
が
下
総
国
と
江
戸
と
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
曼
奈
羅
が
尾
張

西
尾
城
主
松
平
家
（
江
戸
下
屋
敷
）
の
寄
進
に
な
る
こ
と
、
写
真
で
は
判
読
し
か
ね
る
が
、
第
一
幅
左
下
及
び
第
四
幅
右
下
に
文
字
四
字
と

二
個
の
印
が
あ
り
、
第
二
・
三
幅
右
下
に
二
個
の
印
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
、
こ
の
伝
本
が

⑥
静
寛
院
宮
寄
進
本
と
内
容
・
構
図
・
色
彩
な
ど
細
部
に
わ
た
っ
て
酷
似
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
伝
本
間
に
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
は
、
静
寛
院
宮
寄
進
本
の
再
調
査
と
共
に
、
今
後
解
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
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ω
大
徳
寺
本
　
魚
津
市
持
光
寺
・
浄
土
真
宗
大
谷
派
慈
興
院
大
徳
寺
蔵
　
四
幅
対
　
紙
本
彩
色
。
　
ω
で
玉
殿
窟
の
不
動
明
王
を
、
⑧

で
美
女
杉
・
禿
杉
を
欠
く
。
し
か
し
、
㈲
で
は
来
迎
寺
本
と
同
様
に
剣
岳
の
中
腹
に
美
女
を
、
麓
に
衣
冠
の
若
者
を
描
い
て
い
る
。
住
職

の
談
で
は
、
美
女
の
方
に
男
が
登
っ
て
行
く
と
、
美
女
は
別
の
所
へ
移
っ
て
し
ま
い
、
永
久
に
男
は
美
女
の
も
と
へ
辿
り
着
け
な
い
と
い

う
話
の
絵
画
化
で
あ
る
と
い
う
。
第
二
幅
か
ら
第
四
幅
に
か
け
て
の
下
段
で
布
橋
大
灌
頂
の
場
面
を
詳
し
く
描
き
、
第
一
幅
下
段
で
芦
齢

寺
の
祭
礼
を
描
く
の
も
、
特
色
で
あ
る
。
又
、
『
立
山
曼
奈
羅
』
を
収
納
す
る
箱
の
表
に
「
立
山
御
絵
伝
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
が
、
同

寺
に
伝
わ
る
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
四
月
成
立
の
順
畳
著
『
慈
興
院
大
徳
寺
由
緒
記
』
に
お
い
て
も
、
奥
書
に
「
立
山
絵
伝
」
と
記
述

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
享
保
十
六
年
以
前
に
同
寺
に
『
立
山
曼
奈
羅
』
が
存
し
て
い
た
こ
と
が
お
の
ず
と
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
同
寺
で
は
現
在
で
も
「
御
絵
伝
」
と
呼
び
慣
ら
わ
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
慈
興
院
大
徳
寺
由
緒
記
』
に
よ
れ
ば
、
立
山
開
山
縁
起
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
佐
伯
有
頼
が
説
法
ケ
原
の
五
智
寺
で
受
戒
得
度
し
、
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す
　
　
ふ
せ
や
ま

を
慈
興
と
改
め
て
立
山
を
開
き
、
常
に
信
仰
す
る
保
の
伏
山
堂
の
神
体
を
移
し
て
立
山
権
現
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
慈
興
は

岩
騨
・
芦
酔
両
寺
に
妻
帯
の
別
当
を
置
き
、
自
分
は
父
有
若
と
共
に
片
貝
川
の
南
畔
に
一
宇
を
建
て
て
そ
れ
を
慈
興
寺
と
名
付
け
た
。
中

世
、
天
台
宗
か
ら
浄
土
真
宗
に
改
宗
し
た
が
、
享
保
二
年
（
「
七
「
七
）
の
大
洪
水
で
堂
宇
を
流
失
し
、
現
在
地
へ
移
っ
た
と
い
う
。
同

寺
で
は
毎
年
八
月
十
五
日
よ
り
十
九
日
ま
で
の
五
日
間
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
絵
解
き
を
行
っ
て
い
る
が
、
富
山
県
内
を
中
心
に
石
川
県
や

新
潟
県
か
ら
も
老
若
男
女
の
聴
聞
者
が
や
っ
て
来
る
と
い
う
。
『
往
生
要
集
地
獄
御
紬
伝
』
と
称
す
る
二
十
幅
前
後
の
掛
幅
そ
の
他
が
伝

わ
る
絵
解
き
の
寺
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
も
と

　
⑧
佐
伯
省
次
氏
本
　
中
新
川
郡
立
山
町
蔵
本
新
・
佐
伯
省
次
氏
蔵
四
幅
対
紙
本
彩
色
。
　
四
幅
に
描
か
れ
た
場
面
の
す
べ
て
に
ご
く

簡
単
な
説
明
語
の
付
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
伝
本
の
最
大
の
特
色
で
あ
る
。
従
来
全
く
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
後

『
立
山
曼
茶
羅
』
研
究
に
果
た
す
役
割
が
き
わ
め
て
大
き
い
伝
本
で
あ
る
。
画
面
は
第
一
幅
よ
り
第
四
幅
ま
で
の
中
段
よ
り
や
や
下
か
ら

下
段
を
使
用
し
て
、
芦
齢
寺
に
関
す
る
図
を
展
開
し
て
い
る
。
娼
堂
の
傍
ら
に
は
奪
衣
婆
と
鬼
が
あ
る
。
芦
齢
寺
の
祭
礼
図
に
は
「
六
月

十
四
日
祭
礼
　
岩
齢
寺
立
合
儀
式
」
と
書
か
れ
た
甚
だ
注
目
す
べ
き
説
明
語
が
見
え
る
。
片
袖
伝
説
も
描
か
れ
て
い
る
。
又
、
「
越
前
ノ

僧
蓄
生
ト
ナ
ル
」
の
説
明
語
を
有
す
る
描
写
も
あ
る
。

　
佐
伯
省
次
氏
の
談
に
よ
れ
ば
、
こ
の
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
傷
み
が
激
し
い
た
め
に
昭
和
五
十
一
年
や
む
な
く
改
装
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
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は
裏
に
「
慈
興
上
人
開
山
御
絵
伝
」
と
記
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
又
、
当
主
省
次
氏
よ
り
三
代
前
、
即
ち
曽
祖
母
と
く
（
元
治
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ゆ
う
ま
つ

年
－
一
八
六
四
年
生
ま
れ
）
の
兄
弟
に
佐
伯
久
松
（
次
男
）
と
い
う
人
が
い
た
。
こ
の
久
松
は
衆
徒
の
家
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た

が
、
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
絵
解
き
に
勝
れ
、
一
所
に
三
晩
あ
る
い
は
四
晩
逗
留
し
て
毎
晩
絵
解
き
を
し
て
も
、
そ
の
た
び
に
言
い
回
し
を

変
え
、
決
し
て
聞
く
人
々
を
飽
き
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
話
術
に
長
け
た
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
松
本
市
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た

と
い
う
。
芦
齢
寺
の
本
家
に
は
、
こ
の
曼
茶
羅
と
一
緒
に
持
ち
歩
い
た
と
い
わ
れ
る
「
馬
上
の
開
山
像
」
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
未
見
で

あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
曼
奈
羅
が
作
製
さ
れ
た
の
は
、
近
世
最
末
期
か
明
治
初
年
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
省
次
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
つ
か

は
、
戦
後
住
ん
で
い
た
眼
目
に
お
い
て
芦
鹸
寺
泉
蔵
坊
の
佐
伯
秀
胤
師
（
現
在
富
山
市
梅
沢
町
．
天
台
宗
円
隆
寺
住
職
）
の
絵
解
き
を
聴
聞
し

た
貴
重
な
体
験
者
の
ひ
と
り
で
も
あ
る
。
曽
祖
母
と
く
か
ら
は
、
『
立
山
曼
奈
羅
』
に
も
描
か
れ
て
い
る
布
橋
脇
の
四
本
杉
に
纒
わ
る
話

を
よ
く
聞
か
さ
れ
た
も
の
だ
と
も
語
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
伝
本
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
詳
細
に
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
働
立
山
風
土
記
の
丘
資
料
館
本
　
中
新
川
郡
立
山
町
芦
齢
寺
・
同
館
蔵
　
三
幅
対
　
紙
本
彩
色
。
　
三
幅
対
の
曼
奈
羅
は
管
見
の
限
り

で
は
こ
の
一
本
の
み
で
あ
る
。
同
館
に
入
る
以
前
の
所
蔵
者
は
判
然
と
し
て
い
な
い
が
、
芦
静
寺
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で

あ
る
。
か
な
り
傷
み
が
ひ
ど
く
、
既
に
改
装
さ
れ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
隣
り
合
わ
せ
た
箇
所
の
絵
が
諸
本
に
較
べ
て
あ
ま
り
上
手
く

繋
が
っ
て
い
な
い
。
第
一
幅
下
段
か
ら
第
三
幅
の
下
段
に
わ
た
っ
て
大
き
く
布
橋
大
灌
頂
を
描
い
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
娼
堂
の
傍

ら
に
は
奪
衣
婆
と
鬼
と
が
並
ん
で
描
か
れ
て
い
る
。
他
方
、
㈲
で
血
盆
経
供
養
、
⑥
で
聖
衆
の
来
迎
図
や
飛
天
・
紅
日
・
白
月
を
欠
い
て

い
る
。
川
口
博
士
の
調
査
紹
介
さ
れ
た
芦
牌
寺
民
俗
資
料
館
本
（
四
幅
）
は
、
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ど
う
や
ら
こ
の
伝
本
と

は
異
な
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
同
館
に
は
「
山
伏
先
達
の
図
」
な
る
一
幅
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
1
0
多
賀
坊
本
　
中
新
川
郡
立
山
町
岩
齢
寺
・
佐
伯
明
氏
（
多
賀
坊
）
蔵
　
一
幅
　
紙
本
彩
色
。
　
上
部
に
「
越
中
立
山
暑
縁
起
」
と
題

す
る
立
山
開
山
縁
起
を
記
し
、
下
部
に
曼
奈
羅
絵
を
描
い
た
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
大
き
さ
は
縦
九
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
八
十
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
型
の
掛
幅
で
あ
る
。
立
山
地
獄
及
び
布
橋
大
灌
頂
を
大
き
く
描
い
て
い
る
が
、
⑧
で
血
盆
経
供
養
、
㈲
で
一
の
谷

を
描
い
て
い
な
い
。
「
署
縁
起
」
の
全
文
は
、

　
　
　
　
越
中
立
山
暑
縁
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
ひ
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ

　
　
抑
天
照
皇
大
神
宮
此
世
界
を
開
關
し
給
ふ
時
、
立
山
御
嬬
三
尊
ハ
、
右
の
御
手
に
五
穀
を
納
、
左
の
御
手
に
ハ
麻
の
種
執
持
、
則
越
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あ
し
く
ら
　
　
　
く
だ
り
　
　
　
マ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
る
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
じ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん

　
　
中
立
山
芦
眸
に
天
降
た
ま
へ
、
五
穀
麻
の
種
を
法
界
に
弘
め
、
一
切
衆
生
の
衣
食
を
あ
た
へ
生
長
し
、
佛
法
の
本
源
を
た
も
ち
、
終

　
　
　
　
じ
や
く
め
つ
　
　
　
　
　
　
か
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
ま
ん
ど
こ
ろ

　
　
に
ハ
寂
滅
の
本
土
に
帰
る
、
則
衆
生
生
死
の
総
政
所
故
に
、
佛
法
第
一
の
霊
場
也
、
後
人
皇
四
十
二
代
文
武
天
皇
の
御
宇
に
、
志
賀

　
　
　
　
　
　
さ
　
え
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ん
げ
ん
　
　
く
ま
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
お

　
　
の
京
よ
り
佐
伯
有
若
ハ
越
中
の
郡
主
を
給
り
、
布
施
院
に
居
城
す
、
妥
に
大
宝
元
年
辛
丑
年
、
立
山
大
権
現
ハ
熊
と
化
し
、
刀
尾
天

　
　
　
　
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
や
く
な
ん
　
　
　
　
　
よ
り

　
　
神
ハ
鷹
と
化
し
、
則
布
施
城
に
入
給
ふ
時
、
城
主
の
嫡
男
佐
伯
有
頼
公
此
鷹
を
心
ざ
し
、
則
出
給
ふ
時
、
其
跡
を
し
た
ひ
高
山
に
登

　
　
　
　
い
わ
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
や

　
　
り
、
岩
雌
に
向
ひ
給
ふ
に
、
熊
鷹
一
度
に
彼
玉
殿
の
窟
に
入
、
熊
ハ
生
身
阿
弥
陀
如
来
と
現
し
、
鷹
ハ
大
聖
不
動
明
王
と
現
出
給
へ

　
　
　
　
す
な
は
　
い
は
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ん
は
つ
　
　
　
　
　
　
　
こ
う

　
　
ハ
、
惣
ち
窟
の
内
外
如
来
の
大
光
明
に
照
さ
れ
、
則
極
楽
浄
土
を
有
頼
公
親
に
拝
し
奉
る
、
肝
に
銘
し
、
箋
髪
を
切
捨
、
紅
涙
し
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い

　
　
ふ
時
、
立
山
両
大
権
現
生
身
の
御
聲
よ
り
、
我
此
所
に
五
百
歳
経
る
と
い
へ
と
も
、
衆
生
未
し
ら
ず
の
所
、
今
此
山
を
開
基
し
、
末

　
　
　
し
よ
く
あ
く
　
　
　
　
　
　
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
っ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
　
世
濁
悪
の
衆
生
を
済
度
さ
せ
ん
が
た
め
、
此
峯
へ
導
引
な
り
、
か
な
ら
ず
衆
生
を
搬
化
し
給
ふ
へ
し
と
難
有
御
示
現
蒙
り
給
ふ
、
憂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
か
い
　
　
　
し
き
や
う

　
　
に
文
殊
菩
薩
來
臨
し
て
、
佐
伯
有
頼
公
を
教
化
し
、
持
戒
し
て
慈
興
大
上
人
と
受
名
し
、
則
立
山
開
山
慈
興
大
上
人
是
な
り
、
卯
月

　
　
　
　
ふ
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
ま
　
　
　
た
い
し
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
ら
う

　
　
八
日
麓
に
帰
着
し
給
ふ
て
、
娼
堂
講
堂
御
前
立
の
権
現
の
両
宮
閻
魔
堂
帝
釈
堂
大
門
仁
王
門
鐘
棲
堂
等
、
其
外
大
権
現
大
宮
四
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
そ
う

う
つ

　
　
末
社
刀
尾
天
神
若
宮
二
十
一
末
社
建
立
し
、
立
山
の
中
宮
と
定
め
、
則
寺
号
中
宮
寺
と
唱
へ
、
且
佐
伯
の
宮
に
自
像
を
遷
し
、
和
銅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い
び
や
う

　
　
七
年
寅
六
月
十
三
日
申
の
刻
に
入
定
し
給
ふ
、
開
山
の
霊
廟
御
峯
造
九
里
八
町
也
、
則
御
峯
へ
玉
殿
よ
り
権
現
遷
給
ふ
、
峯
九
品
浄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
こ
ぐ
　
　
そ
う
　
　
し
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
く
け
い
じ
や
う
　
　
　
　
　
マ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
く
わ
ら

　
　
土
現
し
、
谷
に
ハ
一
百
三
十
六
地
獄
の
想
を
示
し
、
一
切
衆
生
善
悪
軽
重
い
ま
し
め
霊
山
也
、
一
度
此
山
へ
参
詣
の
輩
、
現
世
に
福

　
　
　
　
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ら
ん

　
　
壽
を
増
長
し
、
來
世
は
西
方
浄
土
に
往
生
疑
な
し
、
然
る
所
慈
興
大
上
人
権
現
の
前
立
七
堂
伽
藍
七
ケ
所
に
建
立
し
、
七
千
坊
四
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
よ
く
く
わ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
あ
し
　
　
　
　
　
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
た
う
　
　
　
　
　
く
は
ん

　
　
九
院
建
、
文
武
天
皇
の
勅
願
蒙
り
天
下
第
一
之
霊
地
也
、
社
僧
芦
瞬
寺
岩
鹸
寺
末
代
法
式
あ
ら
た
に
納
奉
る
、
現
當
二
世
大
願
成
就

　
　
の
御
山
也
、
短
冊
而
已

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
山
芦
唖
寺

と
認
め
ら
れ
て
い
て
、
朱
筆
の
振
り
が
な
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
文
の
『
立
山
略
縁
起
』
が
富
山
県
立
図
書
館
や
地
元

芦
齢
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
日
和
氏
が
御
指
摘
の
如
く
、
末
尾
に
「
立
山
芦
齢
寺
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
絵
柄
か
ら
見
て
、
元

来
芦
鹸
寺
の
衆
徒
家
あ
る
い
は
そ
の
関
係
者
の
間
に
伝
わ
っ
た
『
立
山
曼
茶
羅
』
で
あ
る
こ
と
は
先
ず
間
違
い
な
い
。
佐
伯
明
氏
談
で

は
、
同
氏
が
昭
和
の
は
じ
め
の
頃
、
富
山
市
内
の
書
店
（
古
書
店
か
）
で
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
近
世
末
期
の
成
立
で
あ
ろ
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エ
　
む

う
肋

　
1
1
玉
林
坊
本
　
中
新
川
郡
立
山
町
岩
鹸
寺
・
佐
伯
幸
昭
氏
（
玉
林
坊
）
蔵
　
四
幅
対
　
紙
本
彩
色
。
　
全
体
の
構
図
が
立
山
連
峰
及
び

そ
の
山
麓
の
地
形
に
近
い
形
で
描
か
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。
第
一
幅
下
段
に
岩
幹
寺
の
堂
舎
を
具
体
的

に
描
き
、
第
三
・
四
幅
下
段
に
芦
鹸
寺
の
布
橋
や
嬬
堂
な
ど
を
描
く
が
、
布
橋
大
灌
頂
と
嬬
堂
脇
の
奪
衣
婆
の
描
写
が
な
い
の
が
特
色
で

あ
る
。
又
、
ω
に
お
い
て
玉
殿
窟
の
矢
立
て
の
阿
弥
陀
の
周
囲
に
九
体
の
仏
を
配
し
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
図
で
あ
る
。
一
方
で
は
、

㈹
で
玉
殿
窟
の
不
動
明
王
、
㈲
で
血
盆
経
供
養
・
修
羅
道
、
⑥
で
飛
天
、
㈲
で
藤
橋
・
美
女
杉
・
禿
杉
な
ど
の
描
写
を
欠
く
。
戦
後
一
度

改
装
し
て
い
る
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
川
口
博
士
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
の
玉
林
坊
本
に
は
絵
解
き
用
の
慢
幕
が
付
属
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
川
ロ
博
士
が
前

掲
論
文
に
掲
載
さ
れ
た
貴
重
な
写
真
を
見
る
と
、
白
地
の
幕
の
左
側
に
五
三
の
桐
花
紋
、
右
側
に
十
六
弁
の
菊
花
紋
が
染
め
ら
れ
、
中
央

部
に
は
大
き
く
「
立
山
開
山
傳
來
御
絶
圖
」
と
染
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
慢
幕
の
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
場
所
で
『
立
山
曼
祭
羅
』
の
絵
解

き
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
川
口
博
士
が
佐
伯
豊
邦
氏
蔵
本
と
呼
ば
れ
た
豊
邦
氏
は
既
に
亡
く
な
ら
れ
、
現
当
主
は
御
子

息
の
幸
昭
氏
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

　
1
2
中
道
坊
本
　
中
新
川
郡
立
山
町
岩
齢
寺
・
佐
伯
克
己
氏
（
中
道
坊
）
蔵
　
四
幅
対
　
紙
本
彩
色
。
　
α
り
玉
林
坊
本
と
同
じ
く
、
特
色

は
第
一
幅
下
段
に
岩
瞬
寺
の
堂
舎
を
精
写
し
、
第
三
幅
下
段
に
閻
魔
堂
・
布
橋
・
婦
堂
を
描
い
て
い
る
が
、
布
橋
大
灌
頂
と
嬬
堂
の
傍
ら

の
奪
衣
婆
を
全
く
描
い
て
い
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
㈲
で
玉
殿
窟
の
矢
立
て
の
阿
弥
陀
の
周
り
に
七
体
の
仏
を
描
い
て
い
る
が
、
㈲
で
玉
殿

窟
の
不
動
明
王
、
㈲
で
血
盆
経
供
養
、
◎
で
飛
天
、
㈲
で
美
女
杉
・
禿
杉
の
描
写
を
欠
く
の
も
、
前
記
玉
林
坊
本
と
共
通
す
る
。
中
道
坊

本
と
玉
林
坊
本
に
共
通
す
る
部
分
が
、
あ
る
い
は
岩
嵯
寺
系
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
特
色
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
佐
伯
克
己
氏
の
談
か
ら
推
察
す
る
と
、
こ
の
伝
本
は
作
製
さ
れ
た
当
初
か
ら
表
装
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
長
年
月
に
わ
た
っ
て
同
家
に
蔵

さ
れ
て
き
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
成
立
は
、
日
和
氏
の
推
定
さ
れ
る
如
く
、
近
世
末
期
乃
至
は
明
治
初
年
頃
と
思
わ
れ
る
。

　
1
3
藤
縄
氏
本
　
中
新
川
郡
上
市
町
新
屋
・
藤
縄
元
氏
蔵
　
二
幅
（
零
本
）
紙
本
墨
書
淡
彩
。
　
従
来
知
ら
れ
て
い
た
一
幅
は
次
の
よ
う

な
図
柄
で
あ
る
。
一
番
下
段
に
山
麓
の
村
落
（
芦
嵯
寺
か
）
と
橋
を
、
次
段
に
禅
定
路
の
途
次
の
堂
宇
を
、
中
段
左
端
に
玉
殿
窟
の
矢
立

て
の
阿
弥
陀
を
拝
す
る
佐
伯
有
頼
を
、
又
す
ぐ
上
に
室
堂
と
六
観
音
堂
を
、
そ
し
て
そ
の
上
に
一
の
越
か
ら
五
の
越
ま
で
の
堂
宇
を
描
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き
、
最
上
段
中
央
に
は
雄
山
頂
上
の
峰
の
本
社
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
右
に
は
上
部
が
剥
落
し
て
は
い
る
が
、
阿
弥
陀
三
尊
を
描
き
、
又

左
に
は
山
頂
（
大
汝
山
か
）
と
堂
宇
と
を
描
く
。

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
に
藤
縄
氏
本
を
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
が
、
こ
の
時
に
右
に
述
べ
た
一
幅
の
他
に
、

左
図
の
如
き
同
筆
の
一
幅
を
管
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
新
出
の
一
幅
は
、
最
下
段
に
熊
と
そ
れ
を
追
う
有
頼
の
姿
を
描
い
て
い

る
。
そ
し
て
、
熊
の
頭
上
に
は
諸
本
に
屡
見
ら
れ
る
空
に
舞
う
白
鷹
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
左
に
描
か
れ
た
村
落
は
諸
本
と
照
ら
し
合

わ
せ
る
と
、
横
江
又
は
千
垣
の
部
落
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
の
左
端
に
は
こ
れ
と
は
別
の
村
落
の
屋
根
が
あ
る
。
村
落
の
屋
根
の
右
側

と
中
段
に
は
、
禅
定
路
な
ら
び
に
傍
ら
の
堂
宇
、
あ
る
い
は
禅
定
者
の
姿
が
見
え
る
。
地
蔵
菩
薩
も
四
体
あ
る
。
中
段
左
端
に
は
滝
が
描

か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
称
名
の
滝
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
右
上
に
は
一
の
谷
の
鎖
場
と
獅
子
が
鼻
と
覚
し
き
場
所
が
描
か
れ
て
い
る
。
上

段
左
に
は
立
山
地
獄
の
一
場
面
、
即
ち
、
地
蔵
と
子
供
た
ち
と
を
描
い
た
賓
の
河
原
が
あ
る
。
そ
の
右
に
は
、
い
ず
れ
と
き
め
か
ね
る

が
、
堂
宇
と
山
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
藤
縄
氏
本
は
傷
み
も
ひ
ど
く
、
何
時
頃
か
改
装
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
に
二
幅
共
上
部
が
切
り

捨
て
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
写
真
を
御
覧
頂
け
れ
ば
よ
く
わ
か
る
が
、
新
出
の
一
幅
は
従
来
知
ら
れ
て
い
た
一
幅
に
比
し
て
か
な
り

の
分
量
が
切
り
捨
て
ら
れ
て
お
り
、
今
と
な
っ
て
は
そ
の
部
分
の
描
写
は
全
く
知
る
よ
す
が
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の

藤縄氏本（新出の一幅）

一一

揩
ｩ
ら
推
察
し
て
、
筆
者
は
藤
縄
氏
本
の

原
態
は
四
幅
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

即
ち
、
新
出
の
一
幅
は
四
幅
対
の
『
立
山
曼

茶
羅
』
の
第
二
幅
に
、
従
来
の
一
幅
は
第
三

幅
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
し
、
散
侠
の
二
幅
は
、

上
・
中
段
に
立
山
地
獄
、
下
段
に
布
施
院
の

館
を
描
い
た
第
一
幅
と
、
上
段
に
浄
土
山
を

描
い
た
第
四
幅
と
で
は
な
い
か
と
推
定
す

る
。
い
ま
現
存
二
幅
を
『
立
山
曼
茶
羅
』
の

絵
解
き
区
分
に
照
合
し
て
み
る
と
、
き
わ
め
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て
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
㈲
立
山
開
山
縁
起
、
⑧
立
山
地
獄
、
⑥
立
山
浄
土
、
⑪
芦
齢
寺
布
橋
大
灌
頂
、
㈹
立
山
禅
定
案
内
の
五
つ
を
ま

が
り
な
り
に
も
満
た
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
不
十
分
な
資
料
で
云
々
す
る
の
は
甚
だ
危
険
を
伴
な
う
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
て
い
る

が
、
従
来
沼
・
日
和
・
川
口
三
氏
が
共
に
推
察
さ
れ
た
如
き
、
礼
拝
の
対
象
と
す
る
礼
拝
型
で
あ
る
と
断
言
す
る
の
は
、
は
た
し
て
如
何

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
考
を
侯
ち
た
い
。

　
沼
氏
は
稚
拙
な
図
柄
ゆ
え
古
い
も
の
で
は
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
そ
の
稚
拙
な
図
柄
か
ら
推
し
て
、
川
口
博
士
の
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
成
立
は
中
世
末
期
あ
る
い
は
近
世
初
期
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
1
4
小
松
谷
御
坊
正
林
寺
旧
蔵
本
　
現
蔵
者
不
詳
　
一
幅
。
　
川
口
博
士
は
三
都
古
典
連
合
会
の
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
『
創
立
十
周
年

古
典
籍
展
観
入
札
目
録
』
の
写
真
を
利
用
さ
れ
た
由
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
目
録
も
未
見
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
、
川
口
博
士
の
述

べ
ら
れ
た
要
点
を
紹
介
さ
せ
て
頂
く
。
上
方
に
「
越
中
国
立
山
図
」
と
あ
り
、
裏
書
に
「
維
時
天
保
七
年
（
引
用
者
注
．
一
八
三
六
年
）
十

月
日
小
松
谷
御
坊
正
林
寺
什
物
当
山
十
七
世
玉
轡
上
人
御
代
奉
納
　
施
主
上
田
幸
右
衛
」
な
ど
の
識
語
が
あ
る
と
い
う
。
専
門
画
家
が
描

い
た
ら
し
く
写
実
的
だ
と
川
口
博
士
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
又
、
図
中
に
絵
解
き
の
文
句
が
相
当
長
文
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
「
立

山
図
」
と
題
す
る
如
く
、
登
山
案
内
図
的
性
格
が
強
い
伝
本
の
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
⑩
多
賀
坊
本
と
の
比
較
も
必
要
な
、
注
目
す

べ
き
一
本
で
あ
る
。
な
お
、
正
林
寺
は
法
然
を
開
基
と
す
る
浄
土
宗
の
寺
で
、
洛
東
（
京
都
市
下
京
区
）
に
あ
る
。

　
1
5
相
真
坊
本
　
中
新
川
郡
立
山
町
芦
齢
寺
・
雄
山
神
社
祈
願
殿
蔵
　
五
幅
対
。
　
日
和
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
A
類
ω
に
属
す
る
と
い

う
か
ら
、
立
山
地
獄
と
布
橋
大
灌
頂
と
を
有
す
る
『
立
山
曼
奈
羅
』
と
思
わ
れ
る
が
、
す
べ
て
は
今
後
の
解
明
が
必
要
な
伝
本
で
あ
る
。

　
以
上
、
多
く
の
紙
数
を
費
や
し
て
『
立
山
曼
奈
羅
』
諸
本
の
概
略
を
眺
め
て
き
た
が
、
最
後
に
諸
本
の
分
類
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
。
沼
氏
・
日
和
氏
・
川
口
博
士
が
挙
っ
て
説
か
れ
る
よ
う
に
、
芦
齢
寺
で
毎
年
秋
の
彼
岸
中
日
に
執
り
行
な
わ
れ
た
女
人
の
救
済
・
往

生
の
た
め
の
擬
死
再
生
の
儀
式
i
布
橋
大
灌
頂
法
要
の
有
無
が
、
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
分
類
に
あ
た
っ
て
一
番
問
題
と
な
る
点
で
あ
る
。

芦
堺
寺
衆
徒
の
家
に
伝
わ
る
㈹
ω
㈲
㈲
⑨
⑩
を
は
じ
め
、
芦
鹸
寺
衆
徒
が
明
ら
か
に
関
与
し
た
②
、
あ
る
い
は
ω
⑦
⑧
は
い
ず
れ
も
布
橋

大
灌
頂
法
要
を
描
き
、
岩
鹸
寺
衆
徒
家
に
伝
わ
る
0
9
⑫
の
二
本
に
は
、
こ
の
法
要
と
娼
堂
脇
の
奪
衣
婆
と
を
描
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

日
和
氏
が
既
に
御
指
摘
の
よ
う
に
、
藤
橋
を
境
界
と
し
て
、
芦
騨
寺
衆
徒
が
蝿
堂
・
閻
魔
堂
・
布
橋
な
ど
の
芦
騨
寺
諸
堂
社
を
支
配
し
て

き
た
の
に
対
し
て
、
岩
騨
寺
衆
徒
が
岩
鹸
寺
の
堂
舎
の
他
に
、
頂
上
の
本
社
及
び
山
中
を
支
配
し
て
き
た
事
情
と
も
大
い
に
関
係
あ
る
と
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考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
立
山
曼
茶
羅
』
諸
本
を
今
暫
く
芦
幹
寺
系
と
岩
齢
寺
系
と
に
二
大
別
す
る
だ
け
に
留
め
、

本
を
含
め
た
諸
本
の
分
類
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
今
後
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

藤
縄
氏

結
　
語

　
中
世
末
期
以
来
続
い
て
き
た
説
話
画
『
立
山
曼
奈
羅
』
の
絵
解
き
は
、
今
ま
さ
に
そ
の
長
い
歴
史
を
閉
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
芦
静
寺

衆
徒
の
諸
国
配
札
檀
那
場
廻
り
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
明
治
初
年
の
廃
仏
殿
釈
に
よ
っ
て
衰
退
の
憂
き
目
に
遭
い
、
昭
和
に
な
る
と
わ
ず
か

に
泉
蔵
坊
・
日
光
坊
・
大
仙
坊
・
善
道
坊
の
四
坊
に
な
っ
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
昭
和
十
七
・
八
年
に
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
、
泉
蔵
坊
の
佐
伯
秀
胤
師
の
み
復
活
し
て
三
十
年
ま
で
続
け
た
が
、
そ
れ
と
て
も
風
前
の
灯
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
筆
者
の
知
る
限
り

で
は
、
現
在
絵
解
き
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
且
つ
檀
那
場
廻
り
の
貴
重
な
経
験
を
有
す
る
人
物
は
、
こ
の
秀
胤
師
だ
け
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
又
、
絵
解
き
の
可
能
な
人
物
も
、
大
徳
寺
住
職
佐
伯
ス
ズ
エ
氏
と
雄
山
神
社
宮
司
佐
伯
幸
長
氏
（
大
仙
坊
）
の
わ
ず
か
二

名
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
与
え
ら
れ
た
紙
数
を
は
る
か
に
越
え
て
し
ま
っ
た
。
今
後
未
調
査
の
『
立
山
曼
奈
羅
』
を
含
め
、
諸
本
及
び
絵
解
き
台
本
の
博
捜
・
調

査
を
行
な
う
つ
も
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
日
本
美
術
史
家
の
協
力
を
期
待
し
つ
つ
、
試
論
の
筆
を
欄
く
こ
と
と
す
る
。
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注
1
　
広
瀬
誠
氏
編
述
『
立
山
黒
部
文
献
目
録
』
（
富
山
県
立
図
書
館
　
昭
3
3
・
6
）
は
、
広
く
近
代
文
学
に
ま
で
及
ん
で
収
録
し
て
い
る
。

　
2
　
「
伝
承
文
学
研
究
」
二
十
一
号
所
収
。

　
3
　
『
立
山
町
史
上
巻
』
「
立
山
信
仰
」
（
佐
伯
立
光
氏
執
筆
）
中
の
「
里
寺
の
成
立
」
は
、
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
の
当
該
記
事
と
現
状
と
の
照
合
を
試

　
　
み
て
い
る
。

　
4
　
本
話
は
、
後
の
寺
島
良
安
『
和
漢
三
才
図
会
』
「
立
山
権
現
」
条
や
大
行
寺
信
暁
『
山
海
里
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
5
　
高
瀬
重
雄
博
士
『
古
代
山
岳
信
仰
の
史
的
考
察
』
第
二
編
第
一
章
十
六
よ
り
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
。

　
6
　
周
知
の
如
く
、
聖
護
院
は
天
台
宗
本
山
派
の
修
験
道
の
本
拠
で
あ
る
。
一
方
立
山
は
、
『
師
資
相
承
』
「
康
済
律
師
」
条
に
見
ら
れ
る
九
世
紀
の

　
　
天
台
修
験
僧
康
済
の
「
越
中
立
山
建
立
」
と
い
う
記
事
や
、
『
若
王
子
文
書
』
嘉
応
元
年
（
一
｛
六
九
）
八
月
二
十
三
日
付
並
び
に
『
新
熊
野
神

　
　
社
文
書
』
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
十
二
月
八
日
付
の
、
立
山
外
宮
を
新
熊
野
（
天
台
宗
と
緊
密
な
関
係
を
有
し
た
修
験
道
場
）
の
社
領
と
す
る



　
旨
の
下
文
な
ど
か
ら
見
て
、
早
く
か
ら
本
山
派
の
修
験
道
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

7
　
『
古
代
山
岳
信
仰
の
史
的
考
察
』
第
二
編
第
一
章
十
六
参
照
。

8
　
「
芦
峡
寺
文
書
」
所
収
の
中
世
文
書
は
一
号
か
ら
三
十
一
号
ま
で
で
、
そ
の
う
ち
年
号
明
記
の
文
書
は
二
十
二
あ
る
。
又
、
「
岩
峙
寺
文
書
」
中

　
の
そ
れ
は
一
号
か
ら
九
号
ま
で
で
、
年
号
明
記
の
文
書
は
八
つ
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
中
世
文
書
に
つ
い
て
は
、
高
瀬
博
士
前
掲
書
の
第
二
編

　
第
一
章
中
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

9
　
木
倉
豊
信
氏
「
立
山
古
文
書
に
つ
い
て
」
（
同
氏
編
『
越
中
立
山
古
文
書
』
所
収
）
参
照
。

10
@
「
芦
娩
寺
文
書
」
第
二
号
。

11
@
「
芦
峡
寺
文
書
」
第
四
号
。

12
@
「
芦
娩
寺
文
書
」
第
五
号
。

13

E
1
4
　
「
立
山
信
仰
と
勧
進
」
（
高
瀬
重
雄
博
士
編
『
白
山
・
立
山
と
北
陸
修
験
道
』
所
収
）
参
照
。
な
お
、
日
和
氏
は
「
（
こ
の
文
書
は
）
中
世

　
以
来
の
檀
那
場
が
こ
の
頃
に
混
乱
し
て
き
た
際
の
取
り
決
め
文
書
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

15
@
富
山
県
教
育
委
員
会
編
『
立
山
信
仰
遺
産
－
風
土
記
の
丘
資
料
』
「
八
、
岩
峡
寺
の
雄
山
神
社
前
立
社
壇
の
起
元
と
境
内
遺
跡
に
つ
い
て
」
参
照
。

16
@
『
立
山
町
史
上
巻
』
「
立
山
信
仰
」
の
「
里
寺
の
成
立
」
参
照
。

17

@
高
瀬
博
士
前
掲
書
第
二
編
第
一
章
十
六
参
照
。

18
@
「
岩
娩
寺
文
書
」
第
三
号
。

19
@
「
岩
娩
寺
文
書
」
第
百
二
十
九
号
。

20
@
「
岩
峡
寺
文
書
」
第
百
三
十
八
号
。

21
@
高
瀬
博
士
編
『
白
山
・
立
山
と
北
陸
修
験
道
』
所
収
。

22
@
注
2
1
・
日
和
氏
論
文
参
照
。

23

@
こ
の
二
本
が
実
際
に
絵
解
き
に
用
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
不
詳
。

24
@
『
立
山
信
仰
の
源
流
と
変
遷
』
第
五
章
第
二
節
参
照
。

25

@
『
立
山
町
史
上
巻
』
「
立
山
信
仰
」
中
の
「
立
山
僧
徒
の
布
教
活
動
」
も
同
種
の
写
真
を
掲
載
し
て
い
る
。

26
@
佐
伯
立
光
氏
『
立
山
芦
嶢
寺
史
考
』
参
照
。

27
@
草
野
寛
正
氏
「
立
山
娼
堂
の
行
事
考
」
（
「
高
志
人
」
一
巻
一
号
）
、
佐
伯
立
光
氏
『
立
山
史
談
』
、
川
口
久
雄
博
士
「
立
山
曼
陀
羅
と
姥
神
信
仰
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－
敦
燈
本
＋
王
経
画
巻
の
投
影
－
」
（
「
日
本
海
域
研
究
所
報
告
」
五
号
）
、
佐
伯
幸
長
氏
前
掲
書
、
日
和
祐
樹
氏
前
掲
論
文
な
ど
。

28
@
同
氏
の
「
大
阪
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
」
第
二
号
所
収
同
名
論
文
と
比
較
す
る
と
、
文
の
長
短
や
写
真
の
有
無
な
ど
両
者
に
若
干
の
相
違
点
も

　
認
め
ら
れ
る
が
、
論
旨
そ
の
も
の
は
同
一
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

29
@
前
掲
拙
稿
（
「
伝
承
文
学
研
究
」
二
十
一
号
）
で
は
、
⑭
立
山
禅
定
案
内
の
一
項
を
立
て
な
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
、
川
口
博
士
の
絵
解
き
区

　
分
に
従
っ
て
、
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
内
容
は
こ
の
五
つ
か
ら
成
る
と
考
え
る
。

30
@
大
仙
坊
本
A
・
B
二
本
の
い
ず
れ
を
さ
す
か
不
詳
。

31

@
日
和
氏
前
掲
「
立
山
信
仰
と
勧
進
」
な
る
同
名
論
文
二
種
は
、
共
に
「
延
命
院
本
」
と
す
る
が
、
明
ら
か
に
「
中
道
坊
本
」
の
誤
り
で
あ
る
。

32
@
前
掲
拙
稿
参
照
。

33
@
佐
伯
幸
長
氏
前
掲
書
第
五
章
第
六
節
参
照
。

34
@
前
掲
拙
稿
参
照
。

35
@
岩
眸
寺
衆
徒
は
布
橋
大
灌
頂
に
つ
い
て
は
説
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

36
@
以
下
、
五
つ
の
絵
解
き
内
容
の
区
分
は
㈹
⑬
⑥
⑨
α
⇒
の
記
号
で
略
記
す
る
。

37
@
「
二
　
垂
遊
画
」
（
奈
良
国
立
博
物
館
監
修
『
垂
　
美
術
』
所
収
）
参
照
。

38
@
江
戸
は
、
吉
祥
坊
と
宝
泉
坊
の
他
に
相
栄
坊
・
宮
ノ
坊
の
計
四
坊
の
檀
那
場
で
あ
っ
た
。

一
93

〔
付
記
〕

　
　
本
稿
は
、
一
部
分
昭
和
五
十
二
年
度
中
世
文
学
会
秋
季
大
会
（
於
山
梨
大
学
・
十
一
月
十
二
日
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
草
稿
を
基
と
し
、
さ

　
ら
に
そ
の
後
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
中
世
文
学
会
の
席
上
、
池
田
弥
三
郎
、
表
章
、
西
尾
光
一
、
安
良
岡
康
作
、
の
諸
先
生
か
ら

　
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
又
、
一
々
お
名
前
を
あ
げ
な
い
が
、
各
所
蔵
者
に
は
貴
重
な
『
立
山
曼
茶
羅
』
の
閲
覧
・
撮
影
・
転
載
に
関
し
て
格
別
な

　
御
厚
情
に
与
っ
た
。
さ
ら
に
、
富
山
県
立
図
書
館
の
広
瀬
誠
氏
及
び
太
田
久
夫
氏
、
立
山
町
役
場
の
佐
伯
延
一
氏
、
同
佐
伯
立
光
氏
、
同
佐
伯
令
麿

　
氏
、
立
山
町
役
場
社
会
教
育
課
・
立
山
町
民
会
館
の
方
々
、
又
筆
者
と
勤
務
先
を
同
じ
く
す
る
犬
飼
隆
氏
、
埼
玉
大
学
学
生
の
渡
浩
一
氏
か
ら
は
、

　
御
教
示
や
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
い
ず
れ
も
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）


